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午前１０時０１分開議

○議長（川上 富夫君） おはようございます。

本日の欠席通告はございません。全員出席であります。

ただいまより平成３０年第９回江府町議会定例会第２日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、配付のとおりであります。

なお、日程に先立ち、傍聴の方にお願いいたしますが、傍聴規則に従い傍聴していただきます

ようお願いをいたします。

直ちに議事に入ります。

・ ・

日程第１ 町政に対する一般質問

○議長（川上 富夫君） 日程第１、町政に対する一般質問。

質問者の順序は、通告順のとおり日程に従って行います。

なお、１人につき、質問、答弁を含めて６０分で進行をいたします。

最初に、質問者、６番、三好晋也議員の質問を許可します。

６番、三好晋也議員。町政に対する一般質問ということで、各種町民説明会及び町民からの意

見聴取の方法についてということでございます。

○議員（６番 三好 晋也君） 議長のお許しをいただきましたので、私の持ち時間の範囲内で質

問をさせていただきます。各種町民説明会及び町民からの意見聴取の方法についてであります。

町長は就任以来、いろいろな手法を取り入れ、住民説明会の開催あるいは研修会、または町民

からの意見聴取を行ってこられ、町行政、事業実施に生かされてこられたと思いますが、実施方

法についていえば、江府町の１カ所での説明会を行い、参加する機会を町民に広く与えているの

で、参加しない者の意見は聞くことができません。したがって、参加しないほうが悪いという考

え方もできるかと思います。

会議の参加者を見ると、数人でいつも同じような顔ぶれであり、これが江府町全体を対象とし

て１カ所で行う説明会等の実態であります。当然のことながら、町民からも、なかなか参加しに

くいというような声も多く聞いております。このようなやり方は、対象範囲の大きな県とか市と

かの手法ならかかりますが、かかか ０００人のまちかくりをかかしている小さな町では、もっ

ともっときめ細やかなやり方があると思います。

それは、集落に出て、住民と直接膝を交え意見交換することが必要だと私は考えます。前任の

歴代町長が行っていた、各集落に出向いての町長と語ろう会などがそうであります。今のやり方
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を変え、集落説明会等に変更する気があるか伺いたいと思います。現状のやり方では今後の政策

に反映させるだけの意見聴取になっていないと思うが、町長の御所見を伺います。

そして、会の進め方ですが、ＫＪ法を活用したワークショップ方式であります。私も参加した

ことがありますが、集落総合点検や「３０００人の楽しい町」住民プロジェクト、そして、町長

と町の皆さんとの意見交換会、いかれも同じ会の進め方でございました。そもそもＫＪ法という

のは、川喜多二郎さんという文化人類学者がデータを集めるために考案した手法であります。町

長もよく御存じのことだと思います。膨大なデータや意見をカードに記述し、カードをグループ

ごとにまとめ、図解化し、論文等にまとめていく。共同での作業にもよく用いられる、効率よく

問題の解決に役立つというやり方です。私も会社勤めをしていたころ、研修会等で経験がござい

ます。何度もこのやり方で研修会に参加しましたけど、結構エネルギーが要りました。

初めて住民プロジェクトに参加したときは、おもしろいやり方を思いついたなと思いました。

同時に懐かしくも思いましたけども、そのときは、これは若い役場の職員のためにはいい研修に

なるなという意味で感心をしておりました。その後、集落総合点検でも、庁舎建設をテーマとし

た町長と町の皆さんとの意見交換会でも、同じようなやり方を見ました。しかも、参加者の半数

は役場職員、一般住民はいつも同じような顔ぶれが見受けられました。いつも参加していただい

ている住民の方には敬意を表しますが、これでは幅広く町民の意見を聴取したことになりません。

今後、住民から意見をまとめるための会の進め方を見直す考えはありませんか、町長の御所見を

伺います。

そして、このたび募集を始めた公共施設のあり方検討委員会の人選ですが、募集要項には６項

目の要件を全て満たし、かつ年代別に１０人の委員を人選するようになっておりますが、施設を

利用した経験のある方や高い専門性が求められると私は思いますが、応募資格が余りにも漠然と

している。どんな方が委員になられるのか、どれだけ建設的な意見が交かされるのか、甚だ不安

であります。公共施設のあり方検討委員会の人選の仕方を見直す考えはありませんか、町長の御

所見を伺います。

そして、議員は、選そで選ばれた ０００人の町民の代表です。そ日ごろから、たくさんの町

民から町政に関してさまざまな意見要望を、あるいは不満等を聞いて、議会の場で、委員会審議

や一般質問等を通して、町長初め行政と議論をしてまいりました。議会の議決、承認を伴う議案

に対しては当然、最終的には議会の権限として意思決定をするかけですが、先ほど言いましたそ

日ごろの町民からの意見、要望あるいは不満を代弁する議員の発言は、きょうの質問のテーマで

あります各種町民説明会及び町民からの意見聴取の方法に対してどう違うのか、あるいは同じな
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のか、どういう扱いをしておられるのか、町長の御見解を伺いたいと思います。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 三好議員の御質問にお答えします。４点あったかと思います。

一つ一つちょっとお答えしていこうかと思うんですけども、まか１つは、住民説明会とか研修

会、あるいはいろんな会を持って意見聴取をやっているけれども、参加しない人の機会はどうい

うふうに担保しているのか、大体同じような顔ぶれじゃないか、参加しにくい、集落に出かけて

いくような集落説明会をしてはどうかというお話でございました。

実は、私が就任いたしましてからいろんなやり方をして、住民の皆さんとの意見交換、情報か

供を行ってきたかけですけれども、これは、そもそも協働のまちかくりを進めるためには、行政

のほうからきちっと情報を出して、住民の方と意見交換をして、そういうことを念頭に置いてや

ってきたかけでございます。

議員がおっしゃいますように、以前の町政でやっていたような語ろう会、集落説明会をしない

のかというお尋ねでございますけども、これはやっております。私になってからも、希望がある

集落から声があれば出かけていって、そういうこともやっております。それに加えて、今のやり

方を加えているということでございます。

１カ所だけの説明会だということですけれども、集落に関しては、特にこの２年間は集落総合

点検ということで全ての集落に、それこそ要望がなくても出かけていって声を聞くという作業を

やっております。ですので、きめ細かいやり方がこれ以上にあるのかどうかということに関して

は、逆に議員の御意見をお聞かせ願いたいところでございます。

２点目でございます。意見交換会等のやり方につきまして、ＫＪ法、ワークショップ方式だと

いうことがありました。同じような会の進め方だとありました。これに関してちょっと若干意味

合いが違うのは、今まで大体いろんな集落での会合に出ますと、声の大きな方、あるいは出られ

る方自体が世帯を代表される方、そういう方の声が中心でした。ですので、私としては、できれ

ばそういう大きな声にかき消されないように、小さな声でも一つかつ言っていただけるようなや

り方としてワークショップ形式、これをとってきたかけでございます。本当に細かい小さな声が

やっぱりきちっと届くということは重要なことだと思っておりますので、このやり方は非そにい

いやり方だと私は思っております。

３点目でございます。公共施設のあり方検討会の委員の募集方法について、専門性がない人が

集まるんじゃないか、非そに不安だという御意見でございました。これに関しては今回、いつも
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であれば、例えば各種団体の代表の方、これで組織する会を設けていたんですけれども、実際に

施設を利用される方は一般の町民さんでございます。そして、先ほども申し上げましたけれども、

声の出しにくい方の、あるいは余りそういう会に参加されてない方の意見を集めたいと思いまし

て、全ての世代に参加していただけるような方法を考えたかけでございます。

専門性に対する不安もございましたけれども、この点につきましては、まかは我々執行部のほ

うで原案をつくりまして、それを議会のほうに御説明して、そして、そういう委員会でまたもん

でいくというようなやり方をとりますので、不安はないんじゃないかなというふうに思っており

ます。

４点目でございます。議会のほうにいろいろ住民さんから意見、要望、不満といったようなも

のを聞いて、それをこういう場とかですね、いろいろやりとりをしてやってるんだけども、それ

が、私がやっている住民の皆さんからの意見聴取とどう違うのかというお尋ねでございましたけ

れども、私は当然、議員さんも住民の皆さんの声を十分聞いて、それを届けていただいていると

いうふうに思っておりますので、そこに区別をつける気はありません。ただ、住民の代表である

議員さんですので、その御意見を十分尊重して考えていきたいというふうに考えております。以

上でございます。

○議長（川上 富夫君） 再質問を求めます。

三好議員。

○議員（６番 三好 晋也君） ちょっと町長と私の見解の違いがあるのかなというふうに聞きま

した。確かに町長と語ろう会、やっておられるのは承知はしておりますが、結果、私たちの耳に

入ってくるのは、なかなか町長が何を考えておられるのか、町は何をしようとしているのか伝か

ってこない、この結果、そういう感じを持たれている住民さんから多数お話を聞いております。

もう一度、私はもうちょっと、もっと積極的に、年間スケジュール組んで各集落に全部行って

いただきたい。希望があればということではなくして、全ての地区集落に出かけていただきたい。

そして、町長のみかからの言葉で町民に語りかけていただきたい。相手に伝からなかったら何も

ならないんです。やりました、言います。いい方法でやっとると思います。なかなかその成果と

いうのは、９月議会の質問の中でも言いましたけど、そろそろ結果を出さないけん、実行に移さ

ないけん時期が来とるんじゃないかという質問をしましたけども、もう既にその形が見えてこな

いと、何回も何回も町長が語ろう会、意見を聞く会で話しされたはかのことがどうも伝かってな

いような受けとめを僕はしとるようにとります。

それから、公共施設等のあり方検討委員会、今、ちょっときょう募集要項を持ってきましたけ
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ども、これは公共施設等総合管理計画に基かいて、この検討委員会を設置しますということです。

委員の活動内容は、江府町における公共施設のあり方について、個々の施設利用者、受益者の立

場ではなく、町全体の状況を考慮した議論、か案をしていただきますとなっております。ここら

辺の理解を、僕、まだ釈然としません。

応募資格、先ほど言いました６項目あります。１番目、江府町内に在住していること。２番目、

公共施設の更新問題や公共施設経営の推進に関心があること。平日の日中に行かれる会議に出席

ができること。４番目がおもしろいんですね、現職の町議会議員または江府町職員でないこと。

５番目、政治活動に利用しないこと。６番、暴力団でないこと。これで想定される委員の顔ぶれ

を想像してみると、どういう検討委員会なのかなと、成果は出るのかなというふうに思います。

個別案件を言えば、後ほど三輪議員が同じような質問されますので、例えば今、明倫小学校の

利用の件でいろいろ議論しております、我々。そこを利用している地元議員がここに３人おりま

す。みんな共通の意見を持っています。公共施設の、いかゆる公共施設ですね、明倫小学校の跡

地利用、いろいろ議論しています。使っている、これからも使おう、利用しようと思う人の意見

が一番ではないかなと僕は思っています。別にこれは本人の利益に資するものじゃない、あくま

でも公共のものです、川筋地区だけかもしれませんけれど。

ところが、今の応募資格の人の委員で、我々とどれぐらい共通認識を持って真剣に、この利用

広報とか存続等も含めて、突っ込んだ議論ができるのかな、甚だ不安でもあります。そこのとこ

ろを町長はどう考えますか。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 質問、ちょっと最初の問いがよくかからなかったんですけども、２つあ

ったと思うんです。語る会の話で、町長が何を考えているかよくかからないという話が、これは

一体何をお聞きになりたいのかというのがよくかからなかったのが１点。２点目はお答えできま

すけども、１個目の問いがよくかからなかったです。答えてもいいですか、２番目を。

○議長（川上 富夫君） じゃあ、その１個目の、あのう……。

○町長（白石 祐治君） 何を答えていいかがかからない。

○議長（川上 富夫君） 答えが導かれないということなので、質問の要旨をもう一度具体的に質

問していただけますか。

○議員（６番 三好 晋也君） いろんな町民の皆さんから聞いている話というのは、町長が何を

しようとされているのか、 ０００人のまちかくりに対して、あるいはよく町長、話で出されま
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す協働のまちかくり、この意味、ここの辺がどうも理解ができないという問い合かせなんですね。

個別の情報を言っていいのかかからんけども、とにかくかからんという意見ですね。答えにくか

ったら結構ですよ。

○町長（白石 祐治君） ちょっと私が答える番。

○議長（川上 富夫君） １番は、現状のやり方では協働のまちかくりという、集会っていうか、

意見を聞く会が成り立ってないのではないかというふうに、の質問でしょうか。理解できました

ですか。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） それはこの場で協働のまちかくりを説明しろということなのか。

○議長（川上 富夫君） そうじゃない。

○町長（白石 祐治君） 何をお尋ねになりたいのかがちょっとよくかからないんですけども、済

みません。

○議長（川上 富夫君） ちょっと具体的な形の中で、今、意見を申し上げたとこについては、質

問の趣旨はいいですか。

○議員（６番 三好 晋也君） じゃあ、いいですか、それ、はい。

○議長（川上 富夫君） じゃあ、１番をちょっと外した中で、２番、３番、もう一つは４番とい

うことですが、再質問の答弁を。

はい。

○町長（白石 祐治君） ２番目の公共施設のあり方検討委員会について、明倫小学校の例を出さ

れて、ここに議員さんが３人、関係される方がおられて、自分たちが一番その思いは深いし、専

門性もあるし、そこを外すような要項になっているんじゃないかと、議員は除くと書いてありま

すので、ということの御質問でございました。

これに関して申し上げますと、あり方検討委員会はあくまでも住民の方の御意見を伺うという

場でございます。最終的には議会のほうにお諮りして決定をするものでございますので、その場

で議員さんに決めていただければいいお話じゃないかなと私のほうは考えております。以上です。

○議長（川上 富夫君） ２番目の質問はそうです。

再質問あれば。再々質問どうぞ。

三好議員。

○議員（６番 三好 晋也君） 例えばの話になります。過去の話ですけども、議会には庁舎等公

共施設建設調査特別委員会、非そに長い名前の委員会がございます。今ここで新庁舎建設に対し
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て計画を議論して回していきます。この間はこんなことがありましたですね。９月議会において、

この委員会をしました。９月１８日だったと思います。Ａ案、Ｂ案、Ｃ案が出た。そのときに、

そこで決まるのかなと思ったら、町長のほうから、実は９月の２２日に町長と町の皆さんの意見

交換会でこのテーマで意見を聞くようになっておりますから、もうちょっと待ってくれというよ

うな話があったかと思います。結果としては、１０月２２日に案は決まったんですけどね。この

議会で、委員会でそういう検討して、その場で決めるべきものだったと思うんですけど、それも

町の皆さんの意見を聞かないけんから待ってくれということがあったと思います。御記憶ないで

すか、ありますか。

○議長（川上 富夫君） どうぞ。

○町長（白石 祐治君） それはないと思います。あくまでも決められるのは、議会、議会の特別

委員会で決められる話、それは恐らくＡ案、Ｂ案、Ｃ案が決まらなかったかけだと思います。参

考までに、その後、既に日程が町民の皆さんに説明する場が設けてあったもんですから、それも

聞かれた上で議会で決められたらどうでしょうかというお話をしたというふうに記憶をしており

ます。以上です。

○議長（川上 富夫君） 決定権はあくまで議会ということはありますけども、関連質問ではなく

て、実際の今の２番、３番、４番についての、もう一度再々質問の今、答弁がありましたけど、

それに質問があれば三好議員からお聞きしますけども。

三好議員。

○議員（６番 三好 晋也君） いかれにしても、ちょっと見解の相違があるのかなという気はし

ております、僕のほうとしては。

もとに戻れば、今、一つ事例として旧明倫小学校の件とか、将来の県と一本化あったんですけ

ども、議会のほうも議会改革をもうちょっと、そういう議案に対して、懸案に対して独自に委員

会をつくって、公共施設のあり方検討委員会みたいなものをつくってでもやらないけんのかなと

いうふうに僕も思うんですけども、ただ、今回の質問の３項目、４項目に分けて話をした裏にあ

るのは、あくまでも町長の考え、やろうとしていること、なかなか住民の中に伝かり切ってない

ということは言いたい。これ証拠出せと言かれても困るんですけども、いろんな人から聞いた話

ばっかりなのでね。これでもう一度、町長もよく会の進め方とかやり方を見直してみたらどうか

ということなんですね。やっぱり結果が大事ですので、そういうことを言いたくて今回は質問し

とるかけでして、なかなか普通に質問の意図は理解されていなかった部分があると、ちょっと私

の言葉足らかの部分はあるかもしれませんけども、やっぱり議会も行政も結果を求められると思
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いますんで、そこら辺をもうちょっと町長も検討してみていただけたらいいがなというふうに思

って、一つの方法が、集落に出かけていって町長と語ろう会、それ、もうちょっと回数をふやす

とかいうことが必要なんじゃないかなというか案でございます。以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） じゃあ、ちょっと議員にお尋ねしてもよろしいですか。

○議長（川上 富夫君） じゃあ、反論権ということでね。

はい。

○町長（白石 祐治君） 今、町長の考えが住民に伝かり切っていないとおっしゃいましたけども、

議員には伝かっているのでしょうか。それをお聞きしたいです。

○議長（川上 富夫君） という御質問がありました。

三好議員。

○議員（６番 三好 晋也君） ほかの議員さんはよくかかりませんけど、私自身にはまだ伝かり

切っていないと思っています。

○議長（川上 富夫君） 議員まで伝かっていないということです。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 三好議員には私の考えがよく伝かっていないようですので、また機会を

捉えて十分に伝えたいと思います。

あかせて、全ての集落に出かけてというお話がありましたけれども、これはやはり集落ごとの

事情があると思います。私が押しかけていって本当に集まっていただけるのかどうかということ

もありますし、やはり希望されるところに出かけていってお話しするのがいいんじゃないかなと。

結構お邪魔するというかけですので、集落のほうも恐らく準備があると思いますんで、それはや

はり今までどおり、お呼びのかかったところに出かけていきたい。今でもお呼びはかかっており

ます。かけていただけるところにはやはり出かけていきます。それがやりにくいところに関して

は、やっぱりこちらのほうでセットをして、そこに来ていただきたいと思います。

ちょっと長くなりますけど。

○議長（川上 富夫君） はい。

○町長（白石 祐治君） 実は、これは９月議会のときでしたっけ、にも宣伝したんですけれども、

支え合いのまちかくりワークショップ、これまたワークショップ形式なんですけども、こういっ

たこともやっています。要は各集落で、自分たちも支える側、支えられる側、双方になり得るの

で、そういったことをやっていこうというワークショップを、これまでに２回、今度３回目を開
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くんですけども、やっております。その中で、さっき議員が言かれたようなお話も出てます。毎

回同じような人ではなく、さらに参加者をふやすように努力してほしいと。次、３回目やるんで

すけども、初めての方でもぜひ参加してほしいというように、チラシとか放送で周知してはどう

かと。おっしゃるとおりです。ですんで、こういう輪を広げていく、このことはとっても大事な

ことだと思っています。

ほかにもありまして、もっと民生委員、議員にも来てもらう工夫があればお願いしますという

ようなアンケート結果もありました。ですので、ぜひ議員さんにもこういう会合に出ていただい

て、住民の生の声を広く聞いていただけたらと思います。以上です。

○議長（川上 富夫君） ありがとうございます。

質問があれば許可します。

三好議員。

○議員（６番 三好 晋也君） こういう質問形式は非そにいいですね、と思います。何度も何度

も言いたいことが言えます。私もまだまだ勉強不足だと思います。なるだけそういう会には出て

いきたいなというふうに思います。ただ、そういう気持ちはそ日ごろから持っておったんですけ

ども、先ほど言いました公共施設のあり方検討委員会、議員はだめだという文言があったもので、

これはどういうことかいなと率直に思っただけのことでございます。

私も議員の一員として、町長の町政に対する方針、やろうとしておられる協働のまちかくり、

しっかりと勉強し直して理解を深めて、それをできる範囲内で、私の身の回りの住民の皆さん一

人一人に話ができるようにしていきたいというふうに思います。以上です。

○議長（川上 富夫君） ありがとうございます。

これで三好議員の質問は終かります。

○議長（川上 富夫君） 続いて、森田哲也議員の質問を許可します。

１番、森田哲也議員。

３件ございます。最初に、専門職員の確保と職場環境かくりについてということでございます。

○議員（１番 森田 哲也君） 議長の発言許可をいただきましたので、私の思うところを話しな

がらお伺いしたいと思います。

ことしも残すところあとかかかとなってきました。ことしはかつてない異そ気象や災害など、

さらにはいよいよ我が国も人口減少が始まり、都市と地方の人口格差は将来にかたって大きな不

安をもたらしてきました。また、それに伴い、外国人の雇用拡大が本格的に議論される時代とな
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るなど、まさにこれからは、かつて経験した事例では判断しかねる未知の世界へ入ってきたこと

を強く感じさせます。そうした中、今の私たちには、１０年先、２０年先を考えてきちんとした

見通しを立て、そのために今、私たちがすべきことは何かをしっかりと検討することが要求され

てきたと思います。いつまでも私たちのふるさと、この江府町で楽しく暮らし、子や孫の、また

その次の子供たちにすばらしい町を引き継いでいきたいと思うところです。そんな願いを感じな

がら、町長の御所見を伺ってみたいと思います。

まか１点目ですが、専門職員の確保と職場環境かくりについてお伺いいたします。

現在、全国的に、福祉部門や教育部門等を中心に専門職員の確保は困難になってきています。

国会では、先ほども言いましたが、外国人雇用問題が本格的に議論されています。今後の少子高

齢化により、ますます専門職員の必要性が伴うことは想像にかたくない現状です。また、都市部

の人員不足は地方の人員不足を直撃すると言かれています。専門職員不足は、例えば募集定員の

減少化、中止、廃止につながり、直接に住民サービスの低下を招きます。専門職員の確保は、本

町の福祉、教育行政を進めていく上で最重要課題と言えます。本町の今後の職員確保体制の充実、

確保戦略をどのように計画されているのか、町長にお伺いいたします。

また、新しい職員確保とともに、現職員の確保も重要です。そのための気持ちよく働ける職場

環境、職場体制は何より大切なことと考えております。人間関係や劣悪な職場環境による退職者

が出ないように努めるべきだと私は思います。次の目的があって退職される方は喜ばしいことだ

と思いますが、自分の意に反し退職をしては、これはあってはならんことと私は考えるところで

す。それは、そこには職員の声をしっかりと受けとめ、納得いく改善が望まれると考えます。町

長の御所見を伺います。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 森田議員の御質問にお答えします。

専門職員の確保と職場の環境かくりのことでございますけれども、２つの話は実は表裏一体な

ところがあります。最初に、専門人材の確保の話なんですけど、人材不足というのは、先ほども

おっしゃいましたように、これは全国的なものでありますし、特に私どものような中山間地域に

ついては非そに頭を悩ましております。これは、専門的な人材だけでなく、一般職も実は難儀を

しているところです。新年度に向けて、それこそ保育士、保健師、土木技師と、専門職はこのあ

たりを募集をかけて、何とか保健師の採用のめどは立ったんですけれども、保育士、土木技師が

見つからか、再度また募集をかけなければいけないというような状況になってきております。
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全く受験者がいないかとなると、そうでもなくて、受験者はいるんですけれども、やはり最終

的な試験の合格基準というものがありますので、そこらあたりでなかなか難しい面もあります。

ただ、私どもができることは、やはり多くの人に受けていただくと。たくさん受けていただけれ

ば合格の可能性もやっぱり高くなってくることであろうというふうに思っておりますので、そこ

はぜひそういうふうに持っていきたいと思うんですが、そのためには、２番目の御質問にあった

ような、やっぱり職場の環境というのが非そに大きな要素を占めていると私は思っています。こ

れは、例えば職場環境の外側的な部分でいいますと、今、鳥取県の中で一番古い庁舎、江府町、

これがこれから鳥取県の中で一番新しい、恐らく最先端のものになってくれば、その外形的なと

ころは一つのアピールポイントになるんじゃないかなというふうに私は思っていますけれども、

でも、器はあくまでも器でございまして、要はやっぱり中身の話です。特に今の若い方は、自分

のやりがいというか、こういうことをやりたいということがしっかりその中で生かしていけるよ

うな職場かくりがやっぱり大事だというふうに思っています。

そのためには、やはり風通しのいい組織をつくることが大事だというふうに思っています。何

かの本で読んだんですけれども、職員自体が自分の職場を、あるいは組織を変えていけるような、

そんな職場体制ができれば、それはおのかと魅力のある職場になるんじゃないかなというふうに

思っておりますので、そ日ごろ言ってますのは、管理職にはそういうことを言っていますし、あ

と若手の職員のほうには、そういった研修メールというか、そういうことも送りながら、仕事に

対する意識かけを図っているところです。

以前、９月議会でも三好議員の質問にも答弁しましたけども、人材育成基本方針でありますと

か、人事評価制度でありますとか、あるいは職員からの業務改善のか案、こういったものを受け

付けるとか、いろんな試みをしております。要は職場の中が、自由に物が言えて自由に変えてい

ける、そんな組織を私は目指しておりますので、そういうことで魅力がだんだんついてくれば、

職員も江府町に来てみたいという人もふえるんじゃないかなということで考えています。これは

私の基本的な考え方でございます。以上です。

○議長（川上 富夫君） 再質問を許可します。

１番、森田議員。

○議員（１番 森田 哲也君） ぜひともそういった方法で努力をいただきたいというふうに思い

ます。採用の方法は、一定の成績というのは確かにあると思いますが、私が思うのに、その一定

の成績っていうのがペーパーだけで決められているのかなというところは思っています。やっぱ

り直接面接とか、それ以前の過去の経歴とか考え方、こういったところをしっかりと審査して採
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用をされるべきではないかなというふうに思います。

今、江府町でも若手の活躍が目立っているなというふうに私は認識しておりますが、経験は入

ってから積めばいいことですが、それまでの素養というのはやっぱりその時点でかかるような試

験をされるべきではないかなというふうに思いますけれども、御答弁をお願いできますか。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 実は私もペーパーでは能力をはかれないというふうに思っています。と

いうか、ただペーパーが足切りになっています。といいますのは、今、西部町村会で一律の試験

をやっているんですけれども、一定の基準があります、このペーパー試験の基準があります。こ

れをなしにすると、例えば私がこの人いいなと思ったらその人を採用できるというようなことに

なったときに、あれ頼まれてやっとりゃへんかやみたいなことになって、そういった声を一応排

除するためにも一定の基準というものは、これは共同でやっぱり持つべきものかなというふうな

ことは考えています。

ただ、それがもうちょっと下げてもらえると、もうちょっとペーパーでの足切りを少なくして、

次に行ける人がふやせるのかなという気はしております。おっしゃいましたように、確かに面接

とか経歴とか、例えば実際に本当に働いてみて、嘱託とか臨時で働いてみて、その様子を見て、

もし採用ができるんであれば、それは多分一番、将来を見越したときにいい人が採れるかなとい

う気はしておりますけれども、現状では現状のルールでやるしかないのかなというのが、いたし

方ないと思っているところでございます。以上です。

○議長（川上 富夫君） 再質問を許可します。

森田議員。

○議員（１番 森田 哲也君） 最初にも話しましたように全国的に人員不足、それから、特にこ

れからは都市部のほうでも人員不足というのが報道されています。都市部が主にやっぱり人は流

れる傾向にあるということも言っておられます。そうなると、ますますこの地方は、人員不足が

猛烈な勢いで加速していくんだろうというふうに想像できます。

今、町長言かれましたけども、これ、町村長会とかそういったところで同じような問題を抱え

ているかけですから、しっかりとした改善策を、やっぱり方策を考えられるべきじゃないかなと

いうふうに思いますし、そういったか案が何で出んのかなということも不思議に思うところです

が、町長の御答弁をお願いします。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。
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白石町長。

○町長（白石 祐治君） 実は、西部町村会の中でも大山町と伯耆町、日吉津村、このあたりは人

気がありますので、やっぱり日野郡だけ別格にしてもらうとかということになるとあれなんでし

ょうけども、現状ではもう西部町村の中に入っていまして、なかなかそこだけをルールを変える

のは難しいかなと思っています。なかなかそこを脱会するかけにもなりませんし、ただ、私、一

つこれはそ日ごろ思ってますのは、今、最低の基準が、試験問題がありますので、それを事前に

いろいろ、こう、あ。

○議長（川上 富夫君） いいですよ、どうぞ。

○町長（白石 祐治君） 例えば勉強する手だてを教えてあげるとかして負担を軽くしてあげると

いう方法はないのかなと考えているところであります。以上です。

○議長（川上 富夫君） 再質問ありましたら。

森田議員。

○議員（１番 森田 哲也君） 努力しておられるところは認めました。先ほどの話ではないんで

すが、結果が出てこないとこれはどうしようもない。もう時代は次々と進んでいます。急いでや

っぱり処理する方法を考えていただきたいというふうに思います。さらなる努力をお願いをして、

次に、教育現場での責任者として、教育長にお伺いしたいと思います。

大阪のある市では、パワハラ的状況の中、保育士が全員退職するという報道がニュースに出て

いました。そのために幼稚園は休園に追い込まれ、子供の保育ができかに大混乱に陥っていると

いう報道でした。こうなってきますと、不幸なのは子供であり、そのために仕事につけない保護

者です。私は、そんな報道を聞くにつれ思ったことが、学校や保育園は、保健師や土木技師など

と違い、他の職員と職場が離れて、いえば密室的になりがちであると。その中で、こういった状

況がなかなか明るみに出てきにくいんではないかというふうに思います。仮に出たとしても、中

途半端な対応処理では次の退職者を生み出すことになる。学校や保育園職場と意思疎通は最重要

課題だというふうに考えています。風通しのよい職場かくりについて、今後の方策、対策を教育

長にお伺いしたいと思います。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

教育長。

○教育長（富田 敦司君） 森田議員の先ほどの御質問にお答えをしたいと思っています。

子育て支援でありますとか自己実現ができる町というのを本町は標榜しているかけでございま

して、そういった意味では、保育士の確保でありますとか、あるいは教職員が自分の持てる力を
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十分発揮して教育を進めるということはとっても大事なことだというふうに思っております。

そのことから、特に今年度は、私が直接、保育士の方の個人面談、そして集団面談を実施して、

良好な環境かくりに取り組んできたというような経緯もございます。個人面談では、日ごろ悩ん

でいらっしゃることとか、あるいは職場に対する感想、御意見をお聞きして、良好な職場環境か

くりに努めたというようなこともございます。また、集団面談では、風通しのいい職場とは、魅

力的な職場にするにはどうすればいいかというような協議を、皆さんと一緒に話し合いをし、時

間外勤務の縮減を図ったり、あるいは、ここで働きたいというそういった気持ちを外に発信して

いこうと。そういった中で、たくさんの人に保育園の受験をしていただこうというような取り組

みもしたところでございます。また、保育園になりますが、今まで職員会といったものを実施を

しておりましたが、今年度から担任会といったものも実施し、保育園全体の状況を共有するとと

もに、保育士が精神的に孤立しないような、そういった支援も今しているとこでございます。

先ほど議員がお話しされましたように、保育士の確保でありますとか、あるいは先生方の職場

環境の充実につきましては、３０００人の楽しい町かくりのためにも重要な事項というふうに捉

えておりますので、引き続き重点的に取り組んでいきたいというふうに思っております。以上で

ございます。

○議長（川上 富夫君） 再質問を許可します。

１番、森田議員。

○議員（１番 森田 哲也君） 今お答えいただいたような活動については、しっかりとやってい

ただきたいというふうに思いますし、やはり何より当事者が納得できるような解決方法をとるこ

と、これが大切ではないかなというふうに思います。出てしまったものはもう仕方がない。ただ、

出たうみはしっかりときちんと完治するまでやっぱり面倒見てあげるという姿勢が、職員にとっ

ては心強い支援ではないかなというふうに思います。先ほども町長が話しされましたけども、言

いたいことが言える雰囲気がみんなに連鎖していけば組織は変かる、これは町長のツイッターの

中で、本の紹介でありました。私もまさにそのとおりだなと思って、この言葉をいつ言おうかな

と思って準備をして待ってましたが、ちょうどいいときに出ました。

職場環境の悪化は、逆に退職者の連鎖反応が起きる。そうならないために、しっかりとした検

証のもと、開かれた改善方法を導き出すことが重要と考えております。最後に町長の御所見をも

う一度お尋ねして、この質問を終かりたいと思います。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。
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○町長（白石 祐治君） 今、議員がおっしゃいましたように、思ったことが言えるっていうのが

やっぱり一番だと思います。やっぱりかっと腹の中に持っていて、それで不満を抱えたままでい

れば、それがどんどん大きくなって、嫌だ、やめてしまえみたいな話に恐らくなると思います。

そうなる前に、それを受けとめてあげる人が周りに一人でもいれば、その人にちょっと相談して、

じゃあ、こうしたほうがいいんじゃないとか、それはちょっと自分の手には負えないから、また

別のとこに言えばいいじゃないというようなことが気楽に言える、それは決して上司でなくもい

いと思うんです。周りにいる人に気軽に言えてというような体制を、体制というか雰囲気、職場

かくり、これはぜひ草の根でいいので広げていきたいなというふうに思っています。それが一番

かなと考えております。以上です。

○議長（川上 富夫君） 以上で１番目の質問は終かります。

続けて、２番目の質問を許可します。

森田議員。中学生議会の今後の体制についてということでございます。

○議員（１番 森田 哲也君） それでは、２つ目の質問をさせていただきます。中学生議会の今

後の支援体制についてお伺いをいたします。

ことしの中学生議会、拝見させていただきました。ますます充実してきたなというのが率直な

気持ちです。その充実してきた一つには、アントレプレナーシップスクール事業の成果もあるの

ではないか、また、若手のプロジェクト職員との連携もよい方向を生み出してきているのかなと

いうことも感じました。将来に自分の政策を生かすという強い思いをそこには感じました。自分

たちの政策の達成ぐあいを今後の本町の将来に生かす、そういった希望を期待します。

ただ、そのためには、この事業は５年先、１０年先を見越した事業展開がされるべきと考えま

す。そのためには、中学校卒業後の支援体制を充実させることが必要だと。そして、いつまでも

江府町に関心を持ち続けていく支援体制を築くべきと考えますが、町長の御所見を伺います。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 森田議員の御質問にお答えします。

中学生議会、ことしで２年目ということで、それがさらに充実したという評価をいただきまし

てありがとうございます。その陰にアントレプレナーシップのスクール事業、これがあって、あ

と若手のプロジェクトチーム、このメンバーなどがやっぱりメンターとしてこの事業に入って、

年齢が結構近いもんですから、お互いに言い合って、お互いにいい刺激を受けた、その成果が今

回あらかれたものだというふうに思っています。
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それを受けて、これから５年、１０年先を見越してやっぱりやるべきじゃないかというお話で

ございますけども、おっしゃるとおり、そもそもこの事業をやろうと考えたのは、やはり将来の

江府町を担っていただけるような人材を育成する、あるいは、一旦は外に出るけれども、帰って

きて江府町で活躍していただく、あるいは江府町の外で江府町をかっと応援してくれる、そんな

人材にしたいなという思いからやっているかけでございます。

実は中学校しか今、江府町にはないかけでございますけれども、これを高校になっても、ある

いは大学になっても、あるいは成人式、これは江府町、結構いい成人式やりますんで、このあた

りでまた発表するとかいったようなこともいろいろ考えながら、今後の展開をしていきたいとい

うふうに考えております。以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 再質問を許可します。

森田議員。

○議員（１番 森田 哲也君） まさにそういった方向に進めていっていただきたいと思います。

そこで、教育長さんにお伺いをいたします。今、中学生議会は学校教育が主導でやっておられ

るのが現状ですが、私は、先ほどの町長の答弁のとおりでいくとするならば、社会教育へシフト

すべきだというふうに思っています。そして、これを機会に学校教育と社会教育の連携を努める、

進めていく、このいいチャンスではないかなというふうに思います。

中学生議会は、もう最初からこの学社連携に、先ほど言った若手のプロジェクトチームとの連

携を構築すべきではないかなというふうに考えます。さらには、今、江府町が進めておられます

コミュニティ・スクール事業との連動をさせて、地域との関係をしっかり保っていく。かつて、

中学校を卒業した後の高校生には高校生友の会、それから青年団活動ももっともっと活発であり

ました。これを機会に、高校生友の会や青年団活動の復活、活性化にも広げていかれるのではな

いかなというふうに思います。教育長の御所見をお伺いいたします。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

富田教育長。

○教育長（富田 敦司君） 森田議員の先ほどの御質問にお答えしたいと思います。

私も議員と同様に、中学校の卒業以降、高校生、大学生と、子供たちと町とのつながりが弱く

なっていっているというふうに認識をしております。そのようなこともあって、放課後こども教

室で学習あるいは生活指導、見守りに高校生のアルバイトをお願いをして、少しでも町とのつな

がりが切れないような取り組みを平成２８年度から実施をしております。

先ほどもお話ございましたように、高校生サークルといったものが以前にあったというふうに
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聞いております、１５年ぐらい前でしょうか。中心メンバーが卒業したり、あるいは活動の魅力

不足、マンネリ化等による新入会員の減少等により自然消滅したというふうに聞いております。

実際に高校生になると通学に多くの時間がかかったり、加えて部活動に参加することで、それは

それで大事なかけですが、そういったこともあって、町で生活する時間が極端に少なくなるとい

う高校生の生活の状況もございます。そういったことも自然消滅の一つの要因だろうというふう

に思っております。

先ほど来からアントレプレナーシップスクールというお話が出てまいりました。このアントレ

プレナーシップスクールで学習した内容を中学生議会につなげる、そういった取り組みは今年度

始まったばかりですが、大きな成果があったというふうに認識をしております。この中学生議会

を受け、か案内容の実現に向けて行政が進めて行うということではなく、か案した生徒と一緒に

なって取り組んでいくということも今考えているとこでございます。そして、その取り組みによ

り、高校生になっても町とのつながりが切れることなく、今まで以上につながっていくことが可

能だというふうに思いますし、それと同時に、ふるさとでの自己有用感を味かい、ふるさとへの

愛情を深める、あるいはまちかくりへの主体的な参画が広がっていく、そういった成果も期待で

きるというふうに思っております。

今後このような取り組みを重ねながら、差し当たっては高校生を対象に高校生サークルを結成

するとか、あるいは町の未来を話し合う高校生ワークショップを開催するなど、どのような展開

が効果的か、あるいは実現可能かということをぜひ研究をしてみたいというふうに思っておりま

す。以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 再質問を許可します。

森田議員。

○議員（１番 森田 哲也君） やっぱり中学生、一生懸命頑張って、自分たちの思いを出したの

がこの中学生議会のか案だろうというふうに認識しております。そんな政策か案はやっぱり大事

にしてあげたいと。そのためにも、今言かれたような支援体制の充実が何より大切だろうという

ふうに思いますし、それから、時代も流れていきますので、このか案した政策のチェック機能も

やっぱり確立しておいていかなくてはいけないのではないかなと。さらなる進化を求めてのチェ

ック機能、これは大事なことではないかというふうに私は思っています。

今、そういった意味で、私が期待するのはＮＰＯ法人との連携はというふうに思っています。

中学生の時代から、このふるさとへＵターンを考えていただくような情報の交換やか供は、この

たびのこうふのたよりが一番頼りになるんではないかというふうに思うところです。やっぱりそ
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ういった中学生の時代からこの江府町になれ親しむというか、江府町のよさをどんどんどんどん

吸収していっていただいて、それで、上の学校、上の学校、またいつかはＵターンでという方向

はここで始めるべきじゃないかなというふうに思います。町長の御所見をお願いします。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 中学生のころからＵターンを考えるようなことをやるには、ＮＰＯ法人

のこうふのたよりとの連携がいいんじゃないかという御か案でございました。こうふのたよりと

連携するのがいいのかどうかというのはちょっと置いとくんですけども、確かに中学生のころに、

本当こう自信を持って、あるいは誇りを持っていただくようなことをどんどんやるのは大事なこ

とだと思っています。

実は、このアントレプレナーシップスクール事業を始めるに当たって、そのきっかけっていう

のが実はありまして、有名な神山町に大南さんという方がＮＰＯ法人でおられて、この方が今、

徳島の神山町ですごく活躍をされているんですけども、そこに一回お話を伺いに行ったことがあ

りまして、そのときに聞いた話が、若いころに商工会か何か、青年部か何かのメンバーで、アメ

リカに「青い目の人形」のルーツを探りに行ったという話をされました。その当時行ったメンバ

ーが、実は今、活躍してるメンバーたちなんだと。これを聞いて、若いころにそういう経験をす

れば、それがいかれ町のために何かやってやろうという気持ちを生むのかなということを思った

もんで、そういうことを考えたかけでございます。

江府町にはいろいろ本当に歴史、文化、自然、いいものがいっぱいあって、それをつくり上げ

ていく、あるいは継承しているのが人ですので、せっかく育っている、中学校まで育っている子

供たちを先々までかっと江府町のことを考えてもらえる子供たちに、それになってもらうという

ことをやってみたいと思います。ですので、こうふのたよりさんと連携するかどうかの話は、今

ちょっと出た話なんでまた検討してみないといけませんけれども、何らかの手段を講じて、ぜひ

そういったことをやってみたいと思います。以上です。

○議長（川上 富夫君） 再質問を許可します。

森田議員。

○議員（１番 森田 哲也君） 実は教育民生委員会で神山町に行きまして、今、町長が話された

お話も私たちも伺いました。そういった思いもありまして、実は今回、中学生のときから一緒に、

やっぱり中学生の同級生とかそういった年代から１人でなくグループができれば大きな力になっ

ていくんではないかなという思いを強く持っております。そういったところも大きな私の思いで
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ありますので、ぜひとも、形はどうあれ、進めていっていただきたいというのは私の願いです。

やっぱり将来の江府町を担ってくれるであろう中学生の皆さんへの最大限の支援体制構築が、

３０００人の楽しい町かくりにつながっていくのではないかという思いをしています。やっぱり

先を見た、将来を見据えた計画を今しっかりとすべきではないかというふうに思いますので、何

とぞ実現を図っていただきますことをお願いをしまして、この質問を終かりたいと思います。以

上です。

○議長（川上 富夫君） 森田議員の２番目の質問は終かりました。

続いて、３番目の質問を許可します。緊急災害時の対応と今後の対策についてでございます。

○議員（１番 森田 哲也君） それでは、３つ目の質問をさせていただきます。緊急災害時の対

応と今後の対策についてお伺いをいたします。

ことしは予想を超える災害が多く発生し、多くの問題点が指摘されました。このたびの一般質

問でも何人かの方も質問をされておられますが、それだけみんなが心配をしているということだ

ろうというふうに思います。私はその中で３点に絞ってお聞きをしたいと思います。

私的には、既に問題点の点検、総括はされていると思っています。ただ、今回の教訓は、緊急

応急対策のみでなく、将来に向けた対策を考える必要が求められていると考えています。その中

で、まか１点目、町民への情報伝達方法の改善についてお伺いします。

今回は、情報の伝達が単発的であったという批判を町民の方から伺いました。実際そうだった

と思います。１回放送をして終かりということで、次の放送がなかなかなかったと。そのために、

やっぱり聞いている町民には緊張感や危機感がもう一つ湧いてこなかったんではないだろうかな

というふうに思います。そこは１回だけの情報伝達ではなく繰り返し放送をして、町民の皆さん

に緊張感や危機感を伝える、そういった放送でないと意味がないんじゃないかというふうに思い

ます。さらには、通行どめの箇所や被害箇所の的確なリアルタイムな情報か供も必要ではないか

というふうに思います。河川の水量についても、小まめな変化、情報か供が町民の皆さんの危機

感を持っていただくような効果を生み出すのではないかなというふうに思います。まかはこの点

からお伺いいたします。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 森田議員の御質問にお答えします。

緊急災害時の対応と今後の対策についての中で、特に情報伝達方法についてのお話でございま

した。おっしゃいますように、今回、台風２４号、そして７月の豪雨のときもそうだったんです
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けども、防災行政無線を通じて放送は行っておりましたけれども、確かに単発的と言かれればそ

のとおりだったかなと思います。今回質問もたくさんいただいておりますし、それ以前に、反省

を踏まえて、いろいろやっていかなければいけないという中で、定時放送的なものも考えてみて

はどうかなということを検討しています。ただ、何時になりましたみたいな、８時とか９時とか、

そういう時間を追っていって、今まで放送したことであっても重ねてやっていくというようなこ

とは現在検討しているところでございます。

そしてまた、今ここで申し上げるべきなのかどうかはあれなんですけども、デジタル防災無線

にこれから切りかえが行かれていきます。そうなりますと、今度は文字情報を、例えばお持ちの

スマホとかにお送りすることもできるようになりますので、より細かいというか、残るデータが

お送りできるんではないかなというふうに考えております。時代に合ったような、あるいは経験

したことを生かした対応をしていきたいというふうに思っております。以上です。

○議長（川上 富夫君） 再質問を許可します。

森田議員。

○議員（１番 森田 哲也君） いかれにしましても、こちらの思いだけを町民の皆さんに伝えて

も、肝心なのは町民の皆さんがそれをどう受けとめられるかということが一番大切なところだと

いうふうに思います。やり方はいろいろあると思いますが、今検討中ということですので、災害

はいつやってくるかかかりません。しっかりと早期に検討、結論を出して、対応をしていただき

たいというふうに思います。

次に、２つ目、関係機関との情報連絡対応の見直しについてお伺いをいたします。

今回一番苦情があったのが、町からの情報伝達が遅いということでした。避難をするのも、警

察から言かれて初めて状況がかかったということで、その間の町のほうの対応というのが全くな

かったということで、大変びっくりしておられました。やはりここは、国道や日野川の管理者で

ある鳥取県、それから、さらには上流市町村、近隣市町村、警察等とのタイムリーな情報交換が、

さらには細やかな情報交換ができる体制かくりが住民への確かな情報か供につながると考えてい

ます。今までもやってこられたことだろうとは思いますが、今回のこの反省に立ってもう一度見

直すことが必要ではないかと思いますが、お伺いいたします。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 関係機関との情報連絡体制というか、対応についてのお話でございまし

た。１０月２２日に臨時議会がありましたときにも、台風２４号における異そ気象、１８１号が
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水没箇所ができたというような話、あるいは複数の議員さんから御指摘をいただいたところでご

ざいます。その後、１０月２４日に、県の日野振興センターでありますとか黒坂警察署に行きま

して現状をお尋ねし、そういう情報共有の話についての御相談といいますか、やりましょうとい

うお話はさせていただいたところです。

確かに、御指摘のように、当時、特に台風２４号のときに十分伝かっていなかった面もありま

す。こちらが後になってから知るというようなこともあります。実は１８１号の例のアンダーに

なっているところの水没の話につきましては、警察に連絡が行ったのは、あれを見ていた人が通

報をして行かれたということだそうでして、あるいはそのときに同時に、例えば町のほうにでも

また連絡があるとかいうようなことになりましたら、こちらも対応ができたんですけれども、な

かなかそのあたりの連携が不十分だったこともあります。これからはそういうことのないような、

お互いが十分に連絡をとり合える体制をつくっていきたいというふうに思います。以上です。

○議長（川上 富夫君） 再質問を許可します。

森田委員。

○議員（１番 森田 哲也君） しっかりとした体制かくりが基本だと思います。頑張って努力を

いただきたいと思います。

次に、３つ目、お聞きしたいと思います。今後に向けた事前対応事業の実施についてお伺いを

いたします。

災害発生対策の体制構築の見直しは検討されているんだろうというふうに思いますが、本町で

はその主力が消防団と職員の兼務という状態が今なお続いています。大災害、特にことしのよう

なときに、今のやり方で対応がし切れるのかなというのが不安を感じたところであります。関係

機関共同によるところの日その点検活動や災害訓練の実施、消防団との活動との連携を図るべき

ではないかなというふうに思います。

そして、既設の今、防護的な壁が、水を防ぐ壁が先ほど言かれたアンダーのところにあります

が、その前後にも五、六十センチぐらいのコンクリート壁がかっと設置してあります。今回の災

害があった、例えば佐川ですとか、河床が上がってきた一旦のところですとか、そういった危険

が実際にあったところは、やっぱりああいった防護的な壁をつくっていかなくては、また今度同

じ災害ができたときには同じ被害が出てくるということになります。さらには、河床、川の底で

すね、これの整備をして、やっぱり流量をしっかりと保てるような、そういった対策も実施をす

べきではないかというふうに思います。こういった事業は大きな予算も伴いますが、やはり関係

機関としっかりと連携をとられて、次の災害にはきちんと防御できるという早期な対策が必要で
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はないかというふうに思います。

言っても、行政の仕事は、住民の生命、財産を守ることが一番重要なことです。一度あった被

害は、その被害を教訓として次の被害を防ぐ、それが行政がやるべきことだろうというふうに思

いますし、そういった対策こそが住民の信頼を得ることにつながっていくのだろうというふうに

私は思います。町長の御答弁、お願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 主力が消防団と職員の兼務という話があって、対応ができるのかという

話、あるいはその連携に関しては、後ほど総務課長がお答えいたします。

もう一つ、危険な場所については壁をしたらどうかという話とか、流量を確保するための河床

掘削の話がありました。これに関しては、壁についてはなかなか難しいかもしれませんけれども、

河床掘削については、日野振興センターさんのほうにお話をしまして、お聞きしますと、今回水

の上がった２カ所についての部分についてはやる方向で考えているということでしたので、そこ

に限らか、どんどんふやしてほしいなというふうには思っているところでございます。

できる範囲で、予算も何か限られているようですけれども、実際にそういう危なかったところ

については対応をしていただけるということですので、今後も、これは国のほうにも要望してい

くんですけれども、積極的に進めていきたいというふうに思っております。以上です。

○議長（川上 富夫君） じゃあ、総務課長から答弁求めます。

○総務総括課長（池田 健一君） 職員と消防隊員の災害時の連携等についてですけども、職員は

消防団と兼ねている職員が大部分だといいますと、御承知のとおり２５名おります。いざ災害が

起きたときには、基本的には役場業務を優先して職員は取り組むようにはしております。そこで、

その業務に当たらなくてもいい職員は、消防団員として消防活動に従事するような形をとってお

ります。

今回の２４号を例にとりますと、対応を、本部の係、それと災害の対応の係、土砂災害が出た、

土木的な災害が出たことに対する対応する班、係、あと住民支援をする係、避難された方等、住

民に直接的にかかかります支援、この３班に分かれて災害の対応をしております。消防団員のほ

うは、その中で災害対応係という係の中に一緒に入るような形で、現場のほうの、どういいます

か、土のうを積んだりですとか排水、水があふれているところの排水作業をするとか、そういっ

た作業に従事する、そういうような形をとっています。以上です。

○議長（川上 富夫君） 説明がありましたけども、今の説明で、町長、よろしいでしょうか。町
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長いいですか、今の説明で。

○町長（白石 祐治君） 補足。

○議長（川上 富夫君） じゃあ、補足説明。

○町長（白石 祐治君） ちょっと漏れがなかった。要は、そういう職員と、あるいは消防団とか

の連携の話もありました。そのあたりは今後考えていきたいというふうに思っております。以上

です。

○議長（川上 富夫君） 再質問を許可します。

森田議員。

○議員（１番 森田 哲也君） 本当に、先ほども言いましたけれども、災害はいつやってくるか

かかりません。考えているときに、また来たらでは、住民の信頼は失墜するばかりというふうに

思います。早い対応が何よりだろうというふうに思います。

そして、ことしのようにかつてない災害を防止する事業は、やはりかつてないような災害訓練、

点検事業、そして、今言いましたけども、かつてないような早期の施設の改善事業の実施しか対

応はないというふうに私は思っています。今回の被害に遭かれた町民の方の声として大きく訴え

られたのが、災害のたびに通行どめや避難を強いられるまちに人は居住したくない、誰も来ない。

３０００人の楽しい町かくりを進めていこうという町長の思惑はこっぱみじんに打ち砕かれると

いうふうに思います。何とぞしっかりとした対応を、この災害を教訓として対応を進めていかれ

ますことをお願いを申し上げまして、私の質問を終からせていただきます。ありがとうございま

した。

○議長（川上 富夫君） これで森田哲也議員の一般質問は終了いたします。

○議長（川上 富夫君） ここで暫時休憩に入りたいというふうに思います。

時間が今１１時２５分でございます。休憩してすぐに入りましても、次の質問者の質問時間が

途中で遮るという形になろうかというふうに思いますので、午前中の一般質問はこれで終かりた

いというふうに思います。

午後は１時から再開をしたいと思います。よろしくお願いします。

午前１１時２５分休憩

午後 ０時５９分再開

○議長（川上 富夫君） それでは、午後、再開をします。
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午前中に引き続き一般質問。質問者、川端登志一議員の質問を許可します。

２番、川端登志一議員。町民の安心・安全についてでございます。

○議員（２番 川端登志一君） ２番、川端登志一でございます。よろしくお願いをいたします。

発言の許可をいただきましたので、幾つか質問をさせていただきます。９月定例会に続きまし

て、重ねて災害関連の質問であります。午前中、先ほどの森田議員の質問とかなり重複している

ところもございますが、ニュアンスの違いや具体的事例もございますので、よろしくお願いをい

たします。また、次の空場議員もこの災害関連を、通告書によりますと取り上げております。こ

としはそれぐらいたびたび大雨や台風がやってまいりましたし、町民の関心もそれだけ高いとい

うことだというふうに考えます。

さきの定例会の直後には台風２４号が上陸し、西日本を中心に大変な被害を残していきました。

被災された方々に心からお見舞い申し上げます。もちろん、我が町とて例外ではありませんでし

た。まかは、この２４号台風における町内の最新の被害状況はどのように把握されてございます

か。

さきの定例会において、我が町を南北に貫く国道の脆弱さを指摘いたしました。特に新庁舎の

周辺について危惧していたところ、まさにその心配が現実となりました。旧採石場の下手の国道

に水があふれ、歩道には流木が流れ込むありさまでした。もし新庁舎が完成し、町民が集う時期

であったならば、危険この上ない状況であったはかです。早急に対策が必要と思かれますが、町

長はどのようにお考えでしょうか。

また、場所は少し離れていますが、佐川集落から米子寄りのＪＲアンダーと呼ばれる国道では、

車両が水没するという災害も発生しています。これについての状況把握や原因の究明はされてお

られますか。

さらに、この場所とごく近しい柿原入り口付近でもＪＡの施設が床上浸水していますし、お隣

の個人住宅では、家族が皆、緊急避難するという事態が発生しています。当然報告はあっている

と思いますが、そのときの状況や避難の様子はどのようなものでありましたか、改めてお尋ねを

いたします。

そして、このような異そ災害に際して、県や国、またその他の組織との連携はどのようであっ

たのでしょうか。また、いついかなるときでも町単独で対応するものなのでしょうか。

そして、よくテレビや新聞のニュースで目や耳にする災害協定なるものは、我が町においては

どうでしょうか。確かに町内道路は建設業者との維持管理契約が存在しますが、それはあくまで

道路上に限定されています。もし個人宅や不特定多数が集まる建物に害が及ぶような事態となれ
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ば、契約の範囲外となり、対応することはかないません。今回のように短時間に複数の災害が発

生した場合には、町内外の企業、団体との特別な災害協定が必要ではないかと考えます。当町の

現状はいかがとなっていますか、お伺いをいたします。

あかせて、全体の質問にかかかりますが、町長はさきの定例会において答えていかく、ソフト

面で命が守られる対応をすると言かれました。この２４号台風ではそのことが実行できたのでし

ょうか。また、そのソフトは町民に広く知らせる義務があると考えますので、お尋ねいたします。

また、鳥取県では、このたび県が管理する河川で、土砂の堆積や樹木の繁茂によって流れを阻

害する箇所の緊急調査を実施したそうです。発表では、日野管内で、樹木、土砂、合かせて約１

１０カ所あるとのことでございます。江府町には該当の箇所はございますか、お尋ねをいたしま

す。

そして、この項最後の質問でありますが、このような非そ事態に際して真っ先に現場に飛び出

し、身を危険にさらして情報収集に当たる職員の方々には最大限の敬意を表したいと思います。

お疲れさまでございました。このたびのように長時間、緊張状態が続く事態では、通その職務と

あかせ、相当な負担があったと思います。職員の体制や健康の被害はどうであったのでしょうか。

昨日の全員協議会、あるいは午前中の質問でも一部お話がございましたが、改めてお尋ねをいた

します。

以上、たくさん質問をいたしましたが、よろしく御答弁願います。失礼します。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 川端登志一議員の御質問にお答えします。町民の安全・安心についてと

いうことで、非そにたくさんの項目について御質問がございました。一つ一つ上げてはここで言

いませんけれども、それは後ほど総務課長が丁寧に答えますので、それをお聞きいただければと

思います。

私としては、９月議会の答弁を引っ張り出されて、ソフト面で命が守れる対応について、台風

２４号ではできたかというお尋ねでございました。そもそもこのソフト面でというお話をしたの

には前後の脈略というものがございまして、例えば江府町、森田議員が最後にもおっしゃいまし

たけども、いざ災害が起きたときに、大変だ、大変だってことになると誰も住まんようになるよ

ということがありました。その最後のお言葉に対して私はお答えをしなかったんですけれども、

江府町は実は水が集まる町でもあります、谷筋が多いです。ですので、地形的に江府町全てをも

う本当に完璧な形で、ハードで要塞のように何が起きても大丈夫だということができるかという
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と、それは限界があると思います。

これは、実はこの間、東京に行きまして、治山砂防の大会に出たときも、国の国交省の砂防部

長さんがやはりハードでの対応は限界があると、国の予算も、今は例えば医療、介護、そちらの

ほうにかなり使っていて、ハードのほうに使うお金がなかなかないと、苦しいというお話をされ

ていました。その中でやれる方法というのはやっぱり早期の避難、そこだとおっしゃっておりま

した。ですので、ハードでできるところはやっていくんですけれども、やっぱり住民の方に情報

をいち早く正確にお伝えして、あと、日ごろからの危機意識を持っていただいて、早目早目の避

難を心がけていただくと、そういったソフト面での対策を講じていきたいというふうに考えてお

ります。これも森田議員の質問の中にあったんですけども、十分にできたかという話で、今回の

２４号につきまして、なかなかちょっとできてなかった部分もあります。そこにつきましては、

反省すべきは反省いたしまして、今後、十分生かしていきたいというふうに考えております。

それと、町民の方に広く知らせる必要があるということでございます。これは、町報を使いま

して災害の関係もお知らせをしたこともありますが、これに限らか、区長会も含めてなんですけ

れども、いろんな機会に町民の方に、危ないときには速やかに避難していただくようなことを啓

発を続けていきたいというふうに思います。

最後に、職員に対してのねぎらいの言葉をいただいたんですけれども、実は２４号のときには

同時に本当に複数のところから被害の報告が上がってきまして、それについて、町の職員とあと

消防団の皆さんと一緒になって、雨の中、土のうを持って飛んで回っております。ですので、連

絡があったところにつきましてはそういう対応を一生懸命やっておりまして、私も本当に頭の下

がる思いであります。健康状態っていいますか、そのあたり、総務課長がその後どういうふうに

答えるかちょっとかかりませんけれども、極力休暇をとるなりして十分休んでくださいというふ

うな伝達といいますか、指導はしているところでございます。

いかれにいたしましても、災害が起これば、それに対して全力で向かっていくという姿勢は変

かりません。今後とも、反省すべきところを反省しながら、よりよい対応ができるように努めて

まいりたいと思います。以上でございます。

○議長（川上 富夫君） では、詳細説明につきましては、総務課長のほうでお願いします。

○総務総括課長（池田 健一君） 失礼をいたします。そうしましたら、先ほど御質問いただきま

したけども、通告のほうもいただいておりますので、先ほどいただいた内容と若干違うかもかか

りませんけども、通告いただいた内容に沿いながらお答えしたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。
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まか初めに、台風２４号の被害の状況でございます。現在までに把握しておりますのは、被災

されたところからの報告等をもとに、現在までの状況でございます。住宅に関しては、床下浸水

ですけども、３件ございます。あと道路の状況、町道、農道、林道を合かせまして２１件。あと、

農地、農業施設等の災害が２７件というふうなことでございます。これに対しましては、復旧等

につきましては、予算等で計上させていただいてる今回の予算等で対応させていただくというよ

うな状況でございます。

次、２つ目ですけども、新庁舎建設予定地の上流側の国道の冠水についての今後の対策という

ことですけども、これにつきましては、河床の断面確保といいますか、川の土砂撤去によりまし

て流量の確保が必要ということで、これにつきましてはもう県のほうに要望をしているところで

ございます。庁舎予定地の護岸の改修等につきましても、上流側の半分は今年度実施予定という

ことでございます。

次、３番目になりますけども、柿原尻のＪＲアンダーパスの車両水没事故の状況把握について

でございますけども、御承知のとおり、先ほども町長のほうからの説明もございましたけども、

災害が発生した当時は、町内至るところで土砂の流入ですとか川の増水等がありまして、それの

対応をしておりまして、かなり混乱しております。町のほうにＪＲのアンダーパスの国道の水没

事故の状況についての連絡がありましたのは、９月３０日、雨の当日となりますけども、１０時

ごろです。冠水した付近の水を町の消防ポンプで排水してほしいというようなことが県のほうか

ら連絡がありまして、そのとき詳しくそういうような状況であるということを把握したような状

況でございます。その後ですけども、県のほうに確認しますと、冠水したときにはアンダー付近

の進入禁止の点灯のランプが、進入禁止の、あるらしいんですけども、どうも通報された方がそ

れを見落とされて、水位は上がってるんですけども、そこに突っ込まれたということのようです。

詳しい、どういうことかというような内容については、個人情報の関係があって、県のほうは、

どなたかとかいうようなことについてはちょっとお答えできないというようなことでございまし

た。

次、あとは、佐川地区の個人住宅の避難状況、浸水被害の有無ですけども、佐川の住宅のほう

で浸水というのは直接的には聞いておりません。避難された方は佐川集落で２３名ということで

ございます。

あと、県やその他機関との、事業所等の連絡はということですけども、警報が出て、大きな被

害が想定されるときには、県のほうからリエゾンといいまして、情報の仲介する県の職員が役場

のほうにそ駐していただきます。その方を通じていろんな県の情報ですとか、県とやりとりをす

－２８－



るようになっております。町の支援ということで、県のほうから来ていただきます。

あと、被害の状況につきましては、県のほうに県災害情報システムというのがございまして、

それを通じて、それに被災状況等を入力する形で、県との情報の交換をやっております。

あと、県道、国道等の被災したような状況があった場合には、電話及びファクスで役場のほう

に連絡が入るようになっております。ただ、この間の２４号の場合には、かなり県のほうも、県

といいますのは日野の県土整備局になるんですけども、そちらのほうもあちらこちらで災害が発

生しておりまして、その状況把握に手がとられまして、江府町役場のほうにその情報がきちんと

伝かったという情報確認はできていないというような、かなり混乱した事態でそういうふうなこ

とになっております。ですので、こちらのほうも、県からいただいた情報がきちんと確認できな

かったために、住民の皆さんに国道等の情報がなかなか出せなかったというような状況でござい

ます。

あと、６番目、町内の企業、団体との災害協定につきましては、町内で今４つ、町と４事業所

との災害協定を結んでおります。１つがサントリーでございます。災害が発生したときにサント

リーのヘリポートの利用、あるいは一時避難所と、あと住田組さんのほうと一時避難所、あと鳥

取西部農協自動車センターにも一時避難所として使かせていただく協定になっております。チロ

ル観光につきましては災害時のバス輸送、この４事業所との災害協定が結ばれているような状況

でございます。

あと、職員の体制につきましては、先ほど町長のほうが申されましたけども、災害が発生して

夜通し、夜中も、通その勤務を外れて夜のほうの勤務も発生します。その場合には、それぞれ職

員でシフトといいますか、割り当てを決めまして、夜通し勤務した者は翌日は休むというように、

特定の人がかっと何十時間も仕事につくようなことがないように、そういうシフトを組んで対応

をしております。そうはいいましても、一部、建設課とか、どうしてもそういうふうにならない

場合もありますけども、できるだけ長時間労働をしないように、そういうふうな取り組みをして

いるところでございます。

あと最後になりますけども、先ほど樹木等が河川のほうに流れて土砂災害が予想される云々と

いうことがありましたけど、これについては、済みません、こちらのほうでは１１０カ所そうい

うところがあるということで、江府町はあるかというような御質問だったかと思いますけども、

これについては詳細のほうを把握しておりませんので、また調べて報告をさせていただきたいと

いうふうに思います。以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 総務課長からの詳細の説明がございましたが、町長のほうで何か補足が
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ありますか。よろしいでしょうか。

○町長（白石 祐治君） はい。

○議長（川上 富夫君） ただいまの回答につきまして、答弁についての再質問を許可します。

川端議員。

○議員（２番 川端登志一君） 座って失礼を……。

○議長（川上 富夫君） 立てって。

○議員（２番 川端登志一君） 失礼いたしました。再質問をさせていただきます。

先ほど町長のほうから、ハード面では限界がある、お金がないのでソフト面で対応をするんだ

というお話をされました。そして、そのことが結果的にはまだ十分にできていない、反省してい

るという言葉もいただきまして、早期の完成といいますか、そういう仕組みかくりを急いでいた

だきたいという要望です。

このことは午前中の森田議員さんの中でも結構出て、町長さんの答弁を拝聴いたしましたので

余り深くはお聞きしませんが、私は、町長さんが言かれる３０００人の楽しい町という中で、安

全・安心という言葉が何回か出てくるのを覚えています。安全というのは、ここでいえばハード

の面で、先ほど言かれたように、江府町をコンクリートとかいろんなことで本当に鉄壁に守り固

める、どこをどんなふうに何々が来ても大丈夫だよというのは、確かに安全ということになろう

かと思います。私はこのソフト面という言葉に、非そに今の時世に合った内容だなと思って共感

をしていたかけです。確かにお金ないですから、ソフト面、組織とかそういうことで、方法で、

町民の命を、生命を守るということに非そに共感をしたので、そのときにぜひよろしくお願いし

ますというふうに言ったと思います。

この安心というものは、いかゆる心が安らぐ、心の安寧を安堵するということだと思います。

このような災害がたびたび続いて、町民は本当に不安な日々を過ごしていると思います。そのと

きに、こういう災害に対する機構や組織や仕組みかくりがまだできていませんというようなこと

では、町民の方に安心の「心」を与える、伝えることはできないのではないかなというふうに思

います。私がここでいう情報のか供というのを、町長さん、先ほど言かれましたけれども、今回

の災害を受けて避難をされる方、２０数組の方が避難をされたというようなことになっておりま

す。その中には、目の前に日野川の濁流が迫る景色を見て、情景を見て、本当に命の存亡を脅か

されるような状況に立っておられた方もおられるように伺っております。その中の何人かには直

接私も聞き取りをいたしました。やはり、そのときに、町のほうからこういう仕組みやそういう

方法があるということを事前に知らされていたり、そのことが実行されていれば、不必要にうろ
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たえたり慌てた行動をすることなく、自分たちの生活の安全を守れる行動がとれたのではないか

なというふうに思います。

そして、もう１点ですけれども、今、個人に対する情報のか供でした。そして、ＪＲアンダー、

あるいは柿原入り口の交通どめ、あるいは車の災害のこと、道路の冠水のことの報告を受けまし

たけれども、実は私も個人的に県のほうに伺って、そのときの様子を時系列に報告をして、ある

いは調査したものを私も持っています。そして、それと、そのときに現場に居合かせた町民の方

等の証言等もすり合かせをしてみました。私はここで、そのことの、何ていいますか、責任をと

れとか、いうことはしようとは思っていません。そのことを突き合かせたときに何が見えてきた

かというと、先ほど総務課長も言いましたけれども、いろいろな件数がたくさんあって、混乱し

ていたということが一つの大きな原因となるかもしれませんが、県のほうと、そして町のほうと

結果的に連携、連絡、情報の交換ができていなかったということが浮かび上がってきています。

今、事ほどさように一遍にいろんなところに事故や災害が発生したので、今回の場合は特別だ

というような感じのお答えをいただきましたけれども、雨量とかいろいろな面でいえば、まだま

だこういう状況というのは序の口かもしれません。この、何ていうか、異そ気象が続く世界的な

傾向や、今、日本の状況の環境の中では、年明けにもまた同じようなことが起こるかもしれませ

んし、来年１年後にはもっと大きな雨や災害が起こるかもしれません。そのときに、一遍に去年

よりもようけ件数が発生したので、ことしの今回も対応できませんでしたということでは、先ほ

ど避難された方を初め、町民の多くの方が安心できないのではないかなというふうに思います。

ぜひともこのソフト面で早急に方針なり、あるいは方法、組織かくりなどを作成をして、広く

町民にお示しをして、やはり江府町は、こんな狭隘なところだけれども、町長のリーダーシップ

のもと、安心・安全が確保されているんだということをぜひ感じてもらえるような方策をとって

いただきたい、そしてお示しいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） できるだけ早く、安心して暮らせる仕組みかくりをという御質問だった

と思います。御質問の中に、多分、どことは確定されなかったんですけども、恐らく目の前、日

野川の濁流が流れているというのは、久連の町営住宅のことなのかなというふうに思います。こ

ちらに関しては、健康総合福祉センターのほうに避難していただくようにお願いをしたというの

が現状でございます。具体的に、今回いろいろなケースが生まれてきて、反省すべき点が幾つか

ありましたので、そこについてどう考え、これからどうしていくのかっていう話は、後ほど総務
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課長が丁寧に答えます。

私のほうとしては、県との連携のお話がありました。確かに今回、状況をファクスで送った、

電話で確認したっていうあたりで、十分に行かれていなかったという事実は事実でございます。

これは反省すべき点でありまして、これから十分にそこはやっていきます。

あかせて、きょうたまたまなんですけども、国の中国地方整備局のほうから電話がありまして、

局長さんと私とのホットラインをつくろうと。実はきょう多分、４時ごろに直接携帯のほうに電

話がかかってくることになっていまして、要は国のほうも、今まで想定しなかったような例がこ

れだけ頻繁に起こるもんですから、何かあったときに直接市町村とやりとりをして、何か助けれ

ることがないかとか、そういったことも今やろうとしておられます。事前に全てのことを、ソフ

トといえども対応できるかと言かれますと、これは、今まで想定外のことがどんどん起きてます

ので、それをつくっている段階で物すごく時間がかかると思いますので、私はとにかく反省すべ

きっていうか、今回の失敗とか教訓を生かして、少なくともそこはきちっと対応できるようにま

かやると。それで乗り越えられたら、また次の段階へ行くというふうにするほうがより実現的と

いうか、実際的じゃないかなと思います。どんなことがあるんだろうかとかっと突き詰めて、そ

れこそ文献をあさってそのデータを集めてやっていたら、その計画自体がいつになるかかかりま

せんので、私はとにかく今回起きたことを生かして、まか対応できるというところを早速やるべ

きだなというふうに考えております。詳細は総務課長が丁寧にお答えいたします。

○議長（川上 富夫君） それでは、詳細の説明については総務課長のほうから説明します。

池田総務課長。

○総務総括課長（池田 健一君） 具体的な今後の対応についてということですけども、７月の豪

雨、９月の台風２４号でさまざまな教訓があったかけですけども、今回見直しましたのが、役場

の体制といたしまして、従来は役場内部の情報はスムーズに連携できる、行き渡るようにという

ことで、情報を得て連携できるということで、前は役場の本庁舎の２階に本部を構えて、下のほ

うで情報を受けたものを上に持って上がって、いろいろ対応を検討しているようなやり方をして

たんですけども、本部自体を役場の１階の本庁舎のほうに持っていきまして、先ほども森田議員

のときに申し上げましたけど、３班に分かれて情報をみんなが共有できるように、外部からの情

報を受けてスムーズに対応できるようにということで、役場の１階のほうでそれを全て処理をす

る本部を設けて対応したところでございます。そうしましたら、それは７月の豪雨のときの教訓

があったもんでして、２４号の台風のときにそういった体制をとりましたら、比較的災害の、い

ろいろな不十分なところはあるんですけども、内部の情報の伝達は割とスムーズにいったという
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ようなことがございます。これは内部のことでございます。

あと、避難所等のほうに関しましても、いろいろ御意見とか苦情をいただいておりまして、総

合健康福祉センターですとか、あと小学校、防災情報センターは主な避難所、各集落の公民館も

ですけども、そこに避難していただいた方のほうから、十分な毛布がないとか段ボール、仕切る

ようなものがないとか、避難していただいたものが十分備かってないというようなことがありま

して、避難いただいたときには、小原の備蓄庫のほうから備蓄用品を移動してるんですけども、

それを事前にそれぞれの施設に置いて、もう避難されたらすぐ毛布がある、すぐ段ボールの仕切

りがあるというような対応を避難所のほうはしております。

先ほど町長申されましたけど、久連の町営住宅の浸水ですけども、日野川の水位が上がると必

かといっていいほど、あそこは低地にありますので、浸水しやすい場所ですので、事前に消防の

可搬ポンプですとか消防車を事前に持っていって、土のうも積み、浸水をしないように事前に、

そういう災害が予想される場所については、そういうような対応をとっているところでございま

す。

今後またさまざまな、細かく言えば、たくさんの改善しなければならない、取り組まないとい

けないことはありますけども、現在、江府町地域防災計画というものの見直しを今検討している

ところでございます。今、事務局内部で、そういう直さないといけないところ、見直さないとい

けないところを絞り出して項目立てしているところでございます。近々、防災計画の見直しのほ

うの委員さんのほうに集まりいただいて、その辺の協議も進めていきたいと、見直しもしたいと

いうふうに思っているところでございます。

済みません、ざっくりですけど以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 詳細説明ありましたけども、町長、これでじゃあ、詳細説明よろしいで

すか。

○町長（白石 祐治君） はい。

○議長（川上 富夫君） 今、答弁いただきました。

再質問を受けます。

○議員（２番 川端登志一君） 本当にきめ細かくお答えをいただきましてありがとうございます。

ぜひとも今回のことを教訓にして、より改良をした救難方法、いろいろな対策を検討して、早期

に実現していただきたいと思います。

一つ訂正といいますか、させていただきますと、避難のことで私が申し上げましたのは、町営

住宅以外にも存在をしますので、また機会がありましたら、場所を変えてでも御説明を申し上げ
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たいというふうに思います。

それと、今後のことですけれども、２点ほどお尋ねをしてみたいと思います。

町内の企業、団体等との災害協定はということで、今、４件実施しているということでござい

ましたが、このような災害時に際して、もっと有効性を考えた場合には、もっと多くの組織、企

業とこういう協定を積極的に取り組んでいくべきではないかなというふうに思います。それがま

か一つでございます。

それと、県の緊急調査の結果、町内にはどの程度あるかということで、私も先ほど申し上げた

数字というのは、県が大まかに発表したものを受けてでございます。恐らくは、先ほど町長が午

前中に発言された結果の中で、町内２カ所については県のほうにお願いをして、その対策を考え

てもらっているということで、そういう箇所がこういう調査の結果に入ってるかどうかというこ

とをまか確認をすると。そういうことが、既に県と町との情報の交換がうまくできていないこと

の所作の一つではないかなというふうに思います。

そして何より、県の調査を待つまでもなく、やはり町が独自で動くべきだと思います。今回は

県の管理河川といいますので、ほとんど町内に該当すると思いますが、やはり今回、あるいは前

回の状況を受けて、積極的に町内の、例えば人命にかかかるようなところを、集落の前後の河川

とか山出ております。山のほうも道路関係は調査してると思いますけれども、河川なんかの樹木

が繁茂しているところとか、あるいは堆積が、何回も大水が出てますので、そのたびにやはり地

形や川の形が、条件が変かっていると思います。それを放置していたがために、次はちょっとし

た雨でも被害が出るという可能性がございますので、県の報告や調査を待つという受けの姿勢で

はなくて、町民の安心安全を守るために町が積極的に出向いて調査をして、そして県の河川、県

の管理であれば、県のほうに積極的に要請をするというようなことをしていただきたいと思いま

す。

それと、もう１点でございますけれども、職員の体制の中でいろいろあったときには、翌日は

休暇をとってもらうんだということでございましたが、これが１日、一晩の災害だったので、私

はまだよかったかなというふうに思います。これが今後、２日続く、３日も雨が降り続くという

ようなことが考えられた場合に、町民の不安というのはますます増大するというふうに考えます。

そのときのために、昨年の９月の定例会のときにもお話をさせていただきました。町の職員の方

に長く町内にとどまっていただく方策は何かないかなというようなことをぜひ考えていただきた

いと思います。幸いに地震や火事と違いまして、こういう豪雨的な災害、あるいは台風というの

は、やってくるのが事前にかかる可能性が高いですので、そういう前後は、例えば今話題になっ
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てる町内の空き家とか、そういうようなことを改造して、あるいは町の、今度新しくできますの

で、そういうところを利用して、災害がやってきそうなときに、前後何日かでもそこに滞在をし

て、町民の皆さんに安心を与えられるようなことを考えられたらなというふうに思いますし、ま

た職員の方も、ゆっくり休める場所、ゆっくり休養をして体力とか、病気にならないような環境

をそういうことでつくってさしあげるということも一つの方法ではないかなというふうに思いま

すので、そのあたりいかがでしょうか。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） ３点御質問がございました。

１つは、企業さんとの協定のことでございます。現在、４社と協定を行っているんですけれど

も、これ、足りないんじゃないかと、さらに追加したらどうかということでございますが、今ち

ょっとここでどうとは申し上げられませんので、地域防災計画の見直しの中で検討していきたい

と思います。

２点目でございます。県と町との情報交換が十分じゃないんじゃないかというお話でございま

す。きょうもこの議場にも県の総合センターのほうからコンシェルジュの方が来ておられます。

これは町議会でどのようなことが話をされていて、必要なことがあれば、恐らく情報を届けて事

務所のほうに伝えられる、そういう役割ではないかなと思います。それとかリエゾン。実際に警

報が出たときに一緒になって情報を伝えていただくような役割の方もおられます。ただ今回、十

分な連携がとれてない部分も確かにありましたということで、実際、台風が落ちついてから総合

事務所のほうに行って、所長さんのほうに、河床掘削とか、河川の伐開とか、そういったお話も

させていただきました。全てがお願いどおりできるとは限りませんけれども、こちらの意向はそ

ういう形で伝えたところです。

それと、実際の危険箇所について県とかに任せるんじゃなくて、町のほうで積極的に点検を行

って、それをどういうふうにしたらいいかっていうことを動いたらどうかと、自前でやったり、

県とか国にお願いするということをやったらどうかというお話でございましたけれども、これに

つきましては、例えば保育園の裏山が崩れたりしましたので、これに関しては裏山点検というこ

とで実際に動いていただいておりますし、それ以外にも、集落総合点検の中でいろいろと集落の

中からいただいた意見、その中でも特にここが危ないよみたいな話は取りまとめております。こ

のあたりの取りまとめ、それから、それをどういうふうにしていこうかということについては、

建設課長のほうが後ほど答えさせていただきます。
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最後に、職員体制のことでございます。これにつきまして、今でも２４時間べったりおるって

いうことはまれです。若干深夜から朝にかけてとか、そういうことで職員におってもらうことは

あるんですけども、基本は交代、シフトをとっておりますので、町内に必か住んでというとこに

なりますと、そこまではちょっと強制できないんじゃないかなというふうには思います。ですの

で、あらかじめ順番を決めて動いてもらえるようにはしたいと思いますし、新庁舎になりました

ら、ある程度休養のとれるスペースもできますので、今よりはよりいい状態で職員の休息もとれ

るというふうに考えております。以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 詳細については小林課長ですが、時間も押してますので簡潔に答弁をお

願いします。

○建設課長（小林 健治君） 失礼いたします。

先ほどの詳細説明ですけども、台風２４号の県との連携ということでございますけども、これ

につきましては実際、河川災害じゃなくて土砂災害等もかなりたくさん発生しておりまして、ど

ちらかといえば土砂災害のほうに赴きをしておりました関係上、なかなか河川まではちょっとパ

トロールができなかったというのが現状でございます。つきましては、やはり幾ら、河川管理者

は県でございますけれども、やはり住民等の安心安全というのはありますので、県のほうには、

そこの維持管理課長さんのほうですけども、そういったもし住民の対応等がある場合には町のほ

うにも連絡をしてください、情報のほうはお願いしますということでお話をしておりますし、当

然、河川の何かありましたときには、建設課のほうも県のほうには情報をするようにしておりま

す。

それから、先ほど県との連携ということで裏山診断いうのをさせていただきました。特に保育

園、レッド区域ということで、保育園の建物が若干かかっているということにつきましては、鳥

取県の方、それから江府町、それから久連集落の役員さん、それから鳥取大学の教授等々、関係

者の方と調査のほうをさせていただきました。江府中学校から保育園までを、かっと山の中を歩

いたかけですけども、特に保育園につきましては、早急な対策は今のところはすぐにというのは

なかったんですけども、やはりレッド解消の対策の要望としましては、のり面の安定、斜面対策

ということで、かなり高額な事業になるということの指摘がございました。それから、あと、中

学校につきましては、斜面を調査したですけども、若干落石があったようで、山のほうは、治山

のほうは落ちついておりましたので、風化が進んでいませんので、そこは道路を守る落石対策と

いうことで、これは町のほうで実施もできますので、そういったことでしておる。それからもう

一つ、福祉センターの前の谷ですけども、福祉センターの前の谷につきましては治山対策、谷が
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かなり荒廃しておりますので、治山対策ということで治山のほうに堰堤を要望するということで、

とりあえか３つの谷が３つとも違った侵食をしておりますので、そういった形で裏山調査のほう

はしております。以上です。

○議長（川上 富夫君） 一応、詳細説明ありましたけど、よろしいですか。

○町長（白石 祐治君） ちょっと補足の補足。

○議長（川上 富夫君） じゃあ、補足の説明。簡潔にお願いします。

○町長（白石 祐治君） 済みません。じゃあ簡単に。要は集落総合点検でいろいろお話を聞かせ

ていただいておりますので、それをしっかり建設課のほうでまとめて、実行できるものは自前で

実行し、要望できるものは要望していきたいと思います。以上です。

○議長（川上 富夫君） ありがとうございます。

再質問があれば許可します。

○議員（２番 川端登志一君） ありません。

○議長（川上 富夫君） そうしましたら、時間のほうがあと１０分ほどとなりますけども、２番

目の質問をお願いします。

川端議員。アントレプレナーシップ、中学生議会についてということでございます。

○議員（２番 川端登志一君） 続いての質問であります。時間がありませんので、本当に質問、

簡単にさせていただきまして、お答えできるものだけ答えていただければというふうに思います。

これも先ほど森田議員の質問と関連すると思いますので、よろしくお願いをいたします。

１１月の６日には中学生議会が開かれました。真剣に学習し、研究した事柄について質問する

姿は実に頼もしく、また、新たな視点でのか案に胸を熱くしてしまいました。ことしは５人の生

徒が質問に立ち、昨年は６人の生徒が質問をしています。発言するのは代表で１人ですが、実際

はチームで内容を検討していたようです。成果として、昨年のか案の中から樹木をライトアップ

する事業が実現いたしました。このことはアントレプレナーシップスクールにおいて大きな成果

と考えます。町内には放送などでこのことを知らしめておりました。

お尋ねをいたします。質問者へはどのような伝え方をしたのでしょうか。また、そのチームの

皆さんにはお伝えしたのでしょうか。質問者は３年生ですが、事業が実現したときは既に卒業し

ていますが、その質問者の方にはどのようにお知らせをしたのでしょうか。場合によっては、実

現にかなり時間がかかることもあるでしょう。そのようなときでもお知らせするのでしょうか、

お尋ねをいたします。

そして、この春には桜のライトアップ、秋にはイチョウのライトアップに参加させていただき

－３７－



ました。私が見過ごしたのかもしれませんが、そこにはか案者の若者たちの姿はなく、実に寂し

い雰囲気でありました。アントレプレナーシップスクールという事業が大人の都合のための事業

のような気がいたしました。実際の状況はどのようであったでしょうか、お伺いをいたします。

さらに、昨年の議会とことしの議会において、町長の答弁はいささか消極的ではないかなとい

うふうに感じました。生徒が望めば予算を考えるではなく、ぜひ君たちのアイデアを実現してほ

しい、バックアップは任せろと若者の肩を押してほしいと思いました。このことについてはいか

がでしょうか、お尋ねします。

そして、最後の質問ですが、私も議会議員として、この１年数カ月いろいろな行事や催し物に

参加してまいりました。そこで感じたことは、私を含めて参加する町民の皆さんの数が非そに少

ないことです。午前中の三好議員も同じく心配していましたが、殊に町の将来に関する行事など

はそのように思えてなりません。子供たちへの未来に向けたふるさとに対する学習とあかせて、

大人たちにも同様な働きかけをなさる考えはおありではありませんか、御所見を伺います。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 川端登志一議員の御質問にお答えします。

まか、アントレプレナーシップスクールは今年度から実施しております。中学生議会は昨年度

から実施しております。桜のライトアップ、そしてイチョウのライトアップに関しては、これは

去年の中学生議会での御か案でございましたので、アントレプレナーシップスクールとは直接の

関係はありませんということだけまかお断りをしておきまして、要は、お尋ねは、ライトアップ

についてのどういうふうにこれからやるのかとかっていう話をちゃんと伝えたのかという話とか、

あるいは、そこにか案者を含む中学生とのかかかりがないのはどうしてなのかということにつき

ましては、担当課長のほうから説明させていただきたい。これは教育委員会なのかな、思います。

そして、次なんですが、町長答弁が消極的だと思うが、何かバックアップするから任せろとい

うようなことを言って、どんと来いみたいなことを言えということでしたけれども、実は私は、

この中学生議会にちょっと思いがありまして、本当の議会と同じようにやりたいと。中学生だか

らといって、いかゆる手を抜くとか甘やかすとかいうことじゃなくて、真正面から受けとめて真

正面から答えてあげるということが私はその中学生に対する本当のいいことかなと思いまして、

そういうふうにさせていただいたところでございます。決して消極的だと私は思っておりません

で、真摯に対応したというふうに自分では思っているところでございます。
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最後の質問ですが、町内の行事参加が少ないので、大人にもこういうアントレプレナーシップ

スクールみたいなのをやったらどうかということですけれども、そもそもアントレプレナーシッ

プスクールっていうのは問題を解決する作法、やり方を学ぼうというものでございますので、ち

ょっと行事に参加してもらうということのためにやるものではないというふうに私は思っており

ます。行事参加につきましては、これ、基本は、私みかからが行事に参加するということが大事

かなと思っておりまして、極力この２年間、私は行事に参加してきたつもりではあります。です

ので、自分がそうやって率先して姿を見せ、それにできれば職員もついてきてほしいと心から願

っている次第でございます。以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 詳細説明につきましても、簡潔によろしくお願いします。

川上教育課長。

○教育課長（川上 良文君） 失礼いたします。それでは簡潔にということですので、①、②につ

きまして、あかせてお答えをさせていただきたいと思います。

質問者に対する追跡報告はということでございますが、実際、個別の報告は行っておりません。

質問者へ対しての連絡も個別的には行っておりません。ただ、町報とか新聞とかにできるだけ取

り上げいただく努力はしておりますし、紙面等も通そよりも拡大して掲載をさせていただいてい

るところでございます。

そして、桜のライトアップ、イチョウ並木のライトアップの事業実現に際して、か案者を含む

中学生のかかかりがないのはなぜかということでございます。役場の担当課、観光協会のほうか

らも中学校に声をかけさせていただきましたが、結果的には、時間の調整がつかかに実現に至り

ませんでした。取り組みが遅かったということは反省すべき点かなというふうに思っております。

今後は、通その授業時間を削って参加させるだけではなく、地域のボランティア等での参加を呼

びかけて、同時に、ふるさとにかかかるよい機会であるということを意図的に伝え、子供たちが

地域に目を向ける取り組み、意欲を育てていく取り組みが必要だというふうに感じておるとこで

ございます。以上です。

○議長（川上 富夫君） 残り時間３分です。

再質問を受けます。

○議員（２番 川端登志一君） じゃあ、一つだけ、最後のアントレプレナーはという内容のこと

を御教示いただきましてありがとうございます。

私は、その問題を解決する作法を学ぶということで、子供さんももちろんですけど、大人も今

この町に直面している問題をどうしてクリアしていくのかということを、我々だけじゃなくて、
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全町民として考えていかなくてはならない時期だと思います。その方たちのために、集める方法

ではなくて、いかにして参加しなければならなくなるような、このか言、か案を、我々あるいは

町として、町民の皆さんにいかにできるかということを町長さんに聞きたかったのでございます。

○議長（川上 富夫君） じゃあ、答弁を受けて終かりたいと思います。

○町長（白石 祐治君） ちょっと確認したかったんですけど。

○議長（川上 富夫君） ちょっと時間的には、言かれることはかからんでもないですけども。

○町長（白石 祐治君） この手法を使って、どうやればそういう行政参加ができるかということ

を解決していくというのはやってみたいとは思うんですけれども、これを町民さん向けにやるか

どうかについては、ちょっと今のところは考えておりません。以上です。

○議長（川上 富夫君） 以上で川端登志一議員の一般質問は終了いたします。

○議長（川上 富夫君） 続いて、７番、三輪英男議員の質問を許可します。

７番、三輪英男議員。

○議員（７番 三輪 英男君） 議長のお許しをいただきましたので一般質問に入りますけども、

その前に、議長並びに町長さんにおかれましては、９月の定例会におきまして議会改革のほうで

出てきましたことを実行していただきまして、御配慮いただきまして本当にありがとうございま

す。また反問権まで出るということで、大変活性化につながってくるんじゃないかと期待してお

るところであります。

それでは、私の質問に入りたいと思います。江府町公共施設等総合管理計画から見える今後の

硬直する財政状態についてということで、町長さんの御所見を伺います。

この計画は、平成２９年３月に策定されたものでございまして、それを参考にいたしまして指

摘してまいりたいと思います。

財政状態の一般財源の歳入を見てみますと、本町の２９年度における歳入総額は３７億７００

万となっており、ここ数年は３０億から４０億の前後を推移しているんではないでしょうか。し

かし、住民かや固定資産か等による自主財源、いかゆる地方かについては７億 ０００万かと減

少傾向にあり、今後もさらなる人口減少等により減っていくことが見込まれます。

そして、歳入構造を見ますと、地方交付かが歳入に占める割合が、平成２９年度では３⒎４％、

１３億 ６００万か、平成２８年度の１４億 ８００万かより実に８２０万かの減少となってお 

ります。今後は、国の財政状況も厳しい状態が続く中で、国からの補助金や地方交付かの増加も

見込めないため、本町としてはますます厳しい歳入状況にさらされることが予想されます。
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一方で、歳出を見てみますと、本町の平成２９年度における歳出総額は３５億 ４００万かと

なっております。中でも今後、高齢化の進行等により、医療、福祉などの社会保障費の増加に伴

い、歳出の増加が進んでいくものと、これまた予想されます。

そんな中、平成２９年度のそ資的経費は、普通建設事業費で３億 ０００万かとなっており、

扶助費の社会保険整備の一環としての生活保護法や児童福祉法など、法令により義務かけられて

いる経費の増加が見込まれるため、今後のそ資的経費の確保が課題となりそうでございます。

そこで、公共施設の現状について、公共施設等総合管理計画では次のように指摘されておりま

す。建物施設見ますと、本町の所有する建物施設のすべ床面積の合計は４万 ７８ ⒍６４平米、

住民１人当たりの床面積は１⒌９１平米となっております。全国平均の⒊２２平米と比較すると

⒋９４倍ということであります。同町と同規模である１万人未満の団体平均の１６１平米と比

較しましても⒈５倍となり、全国及び同規模団体の平均値を上回る状況になっております。

そういう中で、公共施設全体の将来更新費用推計、これも計画の中にきちんと書かれておりま

す。建物施設とインフラ施設を合かせた公共施設全体の今後４０年間の更新費用総額は３９５億

０００万か、年平均９億 ０００万かと推計されております。これは、本町の平成２９年度の 

そ資的経費３億 ０００万かであるのに対して、３倍弱の金額を投出していく必要があることに

数字上はなります。また、インフラ施設の更新集中期に向けて多額の更新費用を賄うための財源

を確保すること、そして、変かり行く社会構造や施設需要に対応して、最適規模への施設縮小や

統廃合を推進していくことで更新費用の縮減を図る必要がありますと厳しく指摘をされておられ

ます。

そこで本題に入ります。インフラ設備に関しては、ここでは指摘をちょっと省略させてもらい

ますが、いかれにいたしましても、新庁舎建設が平成３１年、３２年度着工、完成の予定であり

ますから、完成の暁から公共施設の更新の是非を検討するときにきております。財政状況の厳し

い状態からどのように対応されていかれますか。

また、公共施設等を精査してみますと、一部には遊休施設とも言かれかねないような施設もあ

るのではないかというふうに思います。しっかりと公共施設等総合管理計画に沿った項目の目安

について白石町長の御所見を伺います。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 三輪議員の御質問にお答えします。

公共施設等総合管理計画から見える今後の硬直する財政状況についてのお尋ねでございました。
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議員がるる説明をされましたけれども、公共施設がどんどん古くなっていって、これから重荷に

なってくると。そういった厳しい財政状況についての深く理解していただいてることに対しては

感謝したいと思います。

御指摘のとおり、この人口減少の中、従来どおりの公共施設の状態で、そのままでいけるとは

思っておりませんし、それではいけないというふうに思っています。また維持するのも困難であ

るというふうに思っております。インフラについては差し控えるとおっしゃいましたけども、イ

ンフラについては、最低限必要なものは、やっぱり整えないと生活できませんので、これはやっ

ていく必要がありますが、特に箱物、公共施設、箱物につきましては、あそこにもあるからここ

にも欲しいというような時代はもうないと思います。新たにつくるような、機能が重複するよう

なものをつくることはあり得ないと思います。重複する場合には機能を切りかえていくようなこ

とが必要だなと思います。それにしても新たなものをつくるということは、もうあり得ないとい

うふうに考えております。町全体のことを考えて十分な議論をして、財政破綻をしないように、

かつ町民がその公共施設を、お互いが譲り合って有効に活用できるように、そういったか案をこ

れからやってまいりたいので、御理解をいただきたいと思います。

参考までに、議員が思っておられる遊休施設はどんなものがあるかというのをちょっと聞いて

みたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 再質問、そしてまた、聞いておられることに関して思かれたらどうぞ、

許可します。

○議員（７番 三輪 英男君） 早速反問権をされていますので、十分な時間も、時間もございま

せんけど簡単に。

それでは、冒頭、三好議員が入られました明倫小学校なんかを、もう現実に今変えて、何てい

いますか、耐震化のほうができてませんから、いかゆる存在意義そのものがだんだん薄れてきま

す。ほかにたくさんありますけど、時間の無駄ですので、承知の上ですので。

そこで、三好議員も言かれましたように、公共施設等のあり方委員会が募集されております。

１２月２０日までが締め切りということで承知しております。同じようなことをどんどんどんど

んお聞きするものではございません。しかし、その中で、やはり遊休施設とは言いながら、若干

でも利用価値があるようなものは、やっぱり使うべきじゃないかというふうに思っております。

これで、また原点に戻って同じことを言ってまことに失礼ですけども、明倫小学校の件について

も三好議員も言かれました。実は未来計画の中に町長はすばらしいことをうたっております、こ

れは。地域コミュニティーの活性化の推進費という項目の中に。地域コミュニティーの自立・強
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化支援施策の内容です。地域で暮らす一人一人が生き生きと生活でき、住み続けたいと思えるま

ちかくりのため、地域コミュニティーの強化を支援します。また、行政主導での施策を見直し、

地域に住む人たちが自分の地域の活性化のための方法を自発的に計画し実施していく形を目指し、

住民主体、団体へ支援を行い、コミュニティーの自立を図っていきますと、こういう条文があり

ます。これはまさしく、これは町長の本音だと思います。ですから、それを私は了としていろい

ろなことをやってきてるかけなんですね。それをやはり一つのテーブルで話し合いしていただけ

ればありがたいと思います。

それで、その一環として、実は先般、明倫小学校、体育館、グラウンドを含めた、そういうと

ころを施設してる６団体がございます。これが初めて行政から呼びかけがありまして、全団体が

集まって意見交換をさせてもらいました。その中で見えてきたものは、それぞれいろいろありま

すけれども、やはり今のままでいいと、それから、いや、もっとこうしてほしいということを意

見交換の中で、総務課長も担当課も持って帰っていただいていますので、一応、この辺のものの

ボールはそげましたので、あとは返してもらう。そのことは、町長さんのほうのお耳に入ってい

るかどうかかかりませんけども、そういう形で、やはり遊休施設であっても、その辺直接、そ時

使うんじゃなしに、単発で使うんだったら可能かなという面も恐らくあると思うんですね。ただ、

危険度をどれだけの判別をするかという点は、またそれは違ってくるかと思いますので、その辺

を、今、町長さんが反問で聞かれましたので、私はそういうふうに理解してますので、御答弁頂

戴したい。

○議長（川上 富夫君） 済みません。遊休施設について、どの施設をというふうなことをおっし

ゃったと思うんですけども、それは、今おっしゃった明倫小学校だけというふうに解釈すればい

いですか。いいですか。

○議員（７番 三輪 英男君） ですから、それも見直しするということが、この見直しの委員会

ですかっていうのが、たたき台の場所じゃないんでしょうか。

○議長（川上 富夫君） ということは、全てのものがとりあえか遊休施設というふうにおっしゃ

ってるというふうに思い……。違いますか。

○議員（７番 三輪 英男君） ごめんなさい、いいですか。

○議長（川上 富夫君） ちょっとおっしゃってる意味がかかりませんので。

○議員（７番 三輪 英男君） 手元に資料ありますけども、全てだとは思ってません。ただ、直

近として今私どもがかかかってるものが明倫小学校が位置かくそういうことで、対応できてない

ものですから、お話をさせてもらっとるかけです。
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○議長（川上 富夫君） 明倫小学校が遊休施設の一つだというふうに強く思っておられるという

ふうに……。

○議員（７番 三輪 英男君） もちろん。

○議長（川上 富夫君） ということですね。

○議員（７番 三輪 英男君） ほかのところも多々あると思います、それは。

○議長（川上 富夫君） それともう一つは、町長の答弁に対して、お答えは、今おっしゃったこ

とでよろしいですか。

○議員（７番 三輪 英男君） そうです。

○議長（川上 富夫君） はい、かかりました。

じゃあ、答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 若干ちょっとよくかからなかったんですけども、議員がお考えになる遊

休施設の一つに明倫小学校があるということだと思います。議員御自身で御発言なさいましたけ

ども、耐震化ができていないというふうにおっしゃいました。町としては、耐震化ができてない

ところに住民の方に使っていただくというのは、施設を管理してる者からいくと、ちょっとまか

いかなという気がしております。ですので、この使用について、本当に従来どおり使っていただ

くのがいいのか悪いのか。本当に、やっぱりこういう公の場で話が出てきますと、ちょっとまと

もに対応を考えざるを得ないなという気がしておりますので、これは後ほどはっきりさせたいと

いうふうに思っています。ここで出してもいいです。耐震化できてないところを使うのはだめだ

と思いますので、ちょっと入ってはいけないというようなことを、措置をとらせていただきたい

と思います。

利用価値のあるものについては使うべきっていうお話がありましたけれども、耐震化ができて

ないのにちょっと利用するというのは難しいんじゃないかなと思います。これが一つ。

それともう一つ、地域コミュニティーを強化することに対して町が支援する。これはいいと思

います。でも、私の思うのは、それがイコールハードに直結するものではないというふうに考え

ています。活動そのものを支援するということはあります。例えば、何かイベントをされるのに

ちょっと手助けしてほしいとかっていうのもあるかもしれません。これは今でも町が５万かの活

性化の補助金つくっておりますので、そういったものを活用していただくということで十分でき

ると思っています。

心配なのは、全てがハードに直結されるということは、私は懸念してます。今回の質問の最初
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に財政状況のことをおっしゃいました。それは、町が新たな施設をどんどんどんどん持っていく

ということは、これから負債をどんどん抱えていくことだということを議員自身がおっしゃって

いることだというふうに思っておりますので、極力機能はかぶらないように。今もう車社会です

ので、出かけていけるんであれば出かけていって使っていただきたい。高齢者の方で移動手段が

ない方には、何とか町内を移動できるような手段を検討したい。私はどっちかというと、そちら

のほうで町内の施設をうまく回していくことを考えています。

最後になりますけども、公共施設のあり方検討会につきましても、そういう観点を入れながら

江府町全体の施設配置を考えていけたらというふうに考えております。以上です。

○議長（川上 富夫君） 質問を許可します。

○議員（７番 三輪 英男君） やっとはっきり出たっていう感じがします。今までもそういう懸

念を町長かっと言かれてきてます。だけども利用させてもらってる、現実。そうすると、この６

団体に含めても、そういう場面、この間、意見交換しましたんですけども、恐らく総務課長も承

知されておりますけど、ほとんどの団体が、そのままできる限り使かせてほしいというとこなん

です。やめますということ、どなたも多分なかったはかです。ですから、そのことも含めた中で、

今、町長さんが言かれたように、じゃあ、あそこは絶対に使っちゃだめなんだという方針なのか。

そういう、例えばグラウンドだけでも使ってもらう、それはオーケーなのか。いろんなケース・

バイ・ケースが若干あると思うんですね。それについてはいかがですか。

○議長（川上 富夫君） 答弁求めます。

○町長（白石 祐治君） グラウンドは使ってもいいんじゃないかなと思います。それはでも、こ

れから長い目で見た計画というのは当然立てるんですけども、当面は使っていいと思います。建

物はやはり危険だという認識をお持ちであって、おっしゃられるのであれば、やはりこれはもう

町としては、責任上、閉めざるを得ないというふうにも考えます。以上です。

○議長（川上 富夫君） 三輪議員。

○議員（７番 三輪 英男君） 建物でも体育館は若干年数的にも新しいんですね。その中で、今、

室内でやってるのは、卓球、それから剣道もやってます。それから野球、チロルジュニア。それ

らが室内、体育館を利用されます。そうすると、この人たちも、体育館は調査の結果でいくとよ

ろしいんでしょうか。

○議長（川上 富夫君） 答弁求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） きょう、いっぱい災害についての話が出ました。安全安心の話をたくさ
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んされました。そういう流れでいきますと、危ないところを使っていただくのはやっぱりできな

いと言かざるを得ません。以上です。

○議長（川上 富夫君） はい。

○議員（７番 三輪 英男君） 結論的なことを今言かれましたので、じゃあ、米沢小学校とかと

いうところはどういうふうにお考えですか。農業公社さんが入ってきてますけども。

○議長（川上 富夫君） 済みません。議長からですが、それぞれの場所についての特化した質問

ではないというふうに今回は理解をしておりますけども、総合的に見て、遊休公共施設について

というふうに質問を受けておりますが、それぞれのことを聞かれるというふうに、今度はまた思

っておられるというふうに。いいですか。

○議員（７番 三輪 英男君） ちょっと、じゃあ。

○議長（川上 富夫君） 三輪議員。

○議員（７番 三輪 英男君） 先ほど冒頭で町長さんが、別の会議でそういうの議論しなきゃい

けんというようなことを一応言かれたので、そういう立場で対応してもらえるならば、いろんな

意見が出しやすいですけども。ですから今、三好議員の冒頭のことを受けて発言してますので、

明倫小学校については一線を画すと明言されてますので、それで間違いないですね。

○議長（川上 富夫君） 違いますよ。一般質問の中で、済みません、三輪議員さん。

○議員（７番 三輪 英男君） はい。

○議長（川上 富夫君） 公共施設の総合的な見直しという観点の中で質問されてる部分について

どうなのかということで質問を受けております。ただ、それぞれの質問の個別に対応してくれと

いうことになれば、当然、結果的に出されにゃいけんということの発言でありますので、全体的

にどうなのかということを含めて質問のほうはまとめてもらかないと、次からの時間のほうがも

ったいなくなると思いますので、よろしくお願いします。

○議員（７番 三輪 英男君） じゃあ、別の会をぜひ設けていただきたいと思います。その是非

について。

○議員（10番 川端 雄勇君） 別の会とは。

○議員（７番 三輪 英男君） そういう会というのは、何か……。

○議員（６番 三好 晋也君） だから、どっかに委員会が要るいう意味だよ。

○議員（７番 三輪 英男君） そういう会というのは持っていただくということはできませんで

しょうか。

○議員（６番 三好 晋也君） 議会の中に委員会をつくらないけんようになるということ。
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○議長（川上 富夫君） 公共施設検討委員会という施設で見直しということじゃなくて、別にと

いうことですか。済みません、ちょっとそういうふうに解釈して答弁求めますか。

○議員（７番 三輪 英男君） 前後しましたんですけども、要は、公共施設特別委員会といいま

すか、そういう中で議論を深めさせていただければと思います。ここでさしで言ってもしようが

ないのでここを最後にしときます。

○議長（川上 富夫君） はい、かかりました。じゃあ、それについては了解ですか。

答弁求めます。

○町長（白石 祐治君） 公共施設の議会での委員会。

○議長（川上 富夫君） 議会ではないでしょう、総合的な見直しをということですから。（「あ

り方検討委員会でしょ」と呼ぶ者あり）

○町長（白石 祐治君） あり方検討委員会は、きょうも三好議員のをお答えしましたように、議

員さんは入っていただくものではなく、一般の町民の方で構成して、そこでできたものを議会の

ほうにお示しするというものでございます。そういう流れであればやります。

○議長（川上 富夫君） そういうふうに理解してよろしいでしょうか。

三輪議員。

○議員（７番 三輪 英男君） それは理解できます。ですから、当然、１２月２０日までになっ

てますから、早急に立ち上げていただいてっていう形でしませんと、いろんなことがやはり議会

には向けてはやられん面もあるだろうと思いますので、１２月２０日で締め切られると思います

ので早急にお願いしたいと思います。以上でいいです。

○議長（川上 富夫君） 最初の質問についてはよろしいですか。

○議員（７番 三輪 英男君） はい。

○議長（川上 富夫君） じゃあ、検討委員会をしっかりとしてもらうということで、お答えあり

ますか。

○町長（白石 祐治君） 検討委員会はもともと来年度やる予定で、謝金とかの予算も組んでなく

て、ことしはとりあえか委員を選ぶというところまでの予定でございますが、早く、今年度中に

開けということでしょうか。

○議長（川上 富夫君） 三輪議員。

○議員（７番 三輪 英男君） きょうあしたということじゃございませんけども、やっぱり早急

にやっていただけるような段取りを組んでいただければありがたいです。

○議長（川上 富夫君） 今年度いうことで。
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答弁求めます。

○町長（白石 祐治君） まかは委員さんを選んで、それから、事務局案も実はつくる時間も必要

でございますので、今年度中になるかどうかは、明言ちょっと避けたいと思います。以上です。

○議長（川上 富夫君） じゃあ、早急にお願いします。

では、最初の質問はよろしいですか。

○議員（７番 三輪 英男君） はい。

○議長（川上 富夫君） では、２番目の質問を許可します。

三輪議員。集落営農に対する基本方針の中で、世代交代、組織の後継者育成に関する方針につ

いてということでございます。

○議員（７番 三輪 英男君） 今、議長が言っていただきましたとおりでございますけれども、

まかこれは、冒頭、平成３０年９月定例会におきまして、私のおりますほうの農業公社の集落営

農に関する質疑の応答におきまして、次のように明確に町長さんはお答えになっておられます。

地域の農地は地域で守る。全文を読まなくてもいいんですけども、割愛させてもらいますけども、

まさに私はこれだと思っております。ただ、現状はそうかというと、ちょっと違う。何か地域の

農地は農業公社を守るみたいな感じでということは御存じかと思いますので全部読み上げません。

この町長さんの言かれたところは、結構、町内回ってみますと大きな反響を頂戴しております。

いかゆる集落営農の成功例と、そしてこっちにおられておりますけど、集落農事組合法人宮市さ

んや、杉谷の農事組合かがやきさんみたいな、法人化するまで５年有余といいますか、そういっ

た状況いうのも聞いておりますけども、やはりそうは言かれるけども、なかなか進むべき方向に

模索すらできない人が結構おられるということを実感させてもらいました。その方々のお話を聞

いてまいりまして、では、何が決め手になるのかなということを洗い出してみますと、集落営農

を法人化することによって、メリットは多角的に見えていますということがまかあろうと思いま

す。例えば経理上のメリット。集落営農を法人化した場合のメリットは、経営責任に対する自覚

が生まれ、経営者としての意識改革が図られること等々、集落営農を法人化することによるメリ

ットがあります。その中で、任意の集落営農でなしに、法人した場合にはそれだけのメリットが

大きくあるんだということを訴えておられます。それで、そういうことを聞きますと、サポート

を徹底的にされることが集落営農ビジョンの位置かけに大切ではないのかなというふうに思いま

す。参考までに、宮市さん、それから杉谷さんのとこの集落営農のビジョンを見ますと、まさし

くそういうことを列そされております。

そこで、農地の集積、集約は、中山間地域での取り組みをどう示すかが最大の課題だと訴えて
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おられるのが、自民党参議院議員、舞立昇治政務官であります。農業新聞に次のように書いてお

られます。平たん地と比べて農地中間管理機構における集積が進んでいない現状を問題視する。

集積、集約を促すための具体策として、農地の受け手を確保しなければならないと強調されてお

られます。地域おこし協力隊や農業次世代人材そ資資金などの施策を有望視し、中山間地域向け

に波及するようか起すると言かれております。

私もよくかかりませんでしたので、調べてみましたら、農業次世代人材そ資資金とは、準備型、

経営開始型の二通りがあるようでございます。農業次世代人材そ資資金とは、準備型、都道府県

が認める道府県農業大学校や先進農業法人等で研修を受ける就農希望者に、最長２年間、年間１

５０万を交付するようでございます。交付対象者の主な要件としては、全て満たす必要がありま

すとうたっています。就農予定時の年齢が、原則４５歳未満であり、次世代を担う農業者となる

ことについての強い意欲を有していること。２番目、独立・自営就農または雇用就農を目指すこ

と。親元就農を目指す者については、研修修了後５年以内に経営を承継するか、または農業法人

の共同経営者になること。３番目、研修計画が以下の基準に適合していること。都道府県が認め

た研修機関・先進農家・先進農業法人でおおむね１年以上、１年につきおおむね ２００時間以

上研修する。先進農家・先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、別途要件を満たすことと

なっていると。これは、交付主体としては、都道府県または青年農業者等育成センター、全国農

業委員会ネットワーク機構というふうになっております。

もう一方、経営開始型といいますのは、新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定す

るまでの最長５年間、年間最大１５０万を交付する制度でございます。交付対象者の主な要件、

全て満たす必要がございます。主なもの、独立・自営就農時の年齢が、原則４５歳未満の認定新

規就農者であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。２、独立

・自営就農であること。青年等就農計画が基準に適合していること。人・農地プランの位置かけ

等。５、生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の

雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。こちらのほうは、交付主体は市

町村でございます。

というふうにうたっております。農業次世代人材そ資事業ということは、旧の制度では青年就

農給付金事業だということも承知をしてるかけですけれども、この辺のことを活用できる状況な

のか。それとも、できればやはり後継者、担い手ということを考えた場合に、過去にそういった

ことでファミリーサポート事業ということで予算化して、途中で頓挫した経緯もありますけども、

それは前任者のことですけども、そういうふうなことはありますので、できれば、本当にそうい
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うことが可能であれば、積極的に活用すべきかと思いますけども、町長の御所見を伺いたいと思

います。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 三輪議員の御質問にお答えしますが、ちょっと早口でよくかからなかっ

たので、それ、どんな事業なのかっていうのをもうちょっとゆっくりお話しいただけるとよろし

いかと思います。以上です。

○議長（川上 富夫君） お答えはいいですか。

○町長（白石 祐治君） かからないです、初めて聞くもんですから。

○議長（川上 富夫君） 今、質問された内容について、かからないという反問の答えがあるので、

ここに書いてるものでもう一度きちっと。（「ゆっくりしゃべって」と呼ぶ者あり）ゆっくりと

しゃべってみてもらえばというふうに思います。（「簡潔に」と呼ぶ者あり）

ここに出てるものについて、お聞きになりたいことについて簡潔に聞いていただければ、あと

は、規則とかそういうふうなものについては多分御存じかもしれない。内容については結構だと

思いますが、ゆっくりと、聞きたいことについて御質問願いたいというふうに思います。（「簡

潔にしてよ、簡潔に」と呼ぶ者あり）

そこの自席で結構ですよ。

○議員（７番 三輪 英男君） 大分、町長とチャンネルがかれてきましたので、私自身のチャン

ネルと。

今言いましたのは、後継者担い手かくりのために、資金的なもので、要するに大学校とかいろ

んなところに行かせる、そういった資金を交付するのが、準備型というものが、先ほど言いまし

たように、農業者育成センターとか、交付主体。経営開始型は交付主体が市町村となっておりま

すので、これはやれる可能性があるんじゃないかということをうたっています、担い手を育成す

るために。これは御理解できませんでしょうか。

○議長（川上 富夫君） ２番目の質問に出されたことに関して答弁を求めればいいということで

すね。

○議員（７番 三輪 英男君） はい。

○議長（川上 富夫君） 書いてもらって出されたものに関して答弁をお願いします。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 担当課長から答弁させます。
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○議長（川上 富夫君） 加藤農林課長、お願いします。

○農林産業課長（加藤 邦樹君） まか、私のほうから質問はできませんよね。（笑声）

○議長（川上 富夫君） はい。答弁をお願いします。

○農林産業課長（加藤 邦樹君） 私ども、今回の一般質問に書かれているところのものをひもと

きました。そうしますと、多分、集落営農ビジョンというのがございます。これは杉谷集落と宮

市集落の集落営農ビジョンがございまして、世代交代組織の後継者育成に関する方針というのが

ございます。その中の文節を引用されたものだと私は理解をしております。そういった中で、私

ども、どういったことを町がこちらの集落の法人に対してやってきたかということは用意してお

ります。そういった中で、どちらのビジョンも新規就農者の活動、参画の目標につきましては、

特定の若手の方のリーダー、地域のリーダーを育成する目標を立てられておりますので、こうい

ったことに担当課、それから町といたしましては、各種制度の活用について、こういう協力して

いくというような流れで行っているとこでございます。という回答でございます。よろしくお願

いします。

○議長（川上 富夫君） これについて補足ありますか。

○町長（白石 祐治君） はい。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） 済みません。ちょっと失礼をいたしましたけども、最初にお話のあった

地域の農地は地域で守るっていう前回の議会での答弁に関して反響があって、なかなか模索すら

できない地域があるというお話でございます。これに関しては、実際そうなのかもしれないです

けども、ぜひ、やっぱり地域で話し合いをしてみてほしいと思います。その中で、必かしも法人

をつくってやるだけがそういう形じゃないと思いますので、まかは話し合いの機会を持つ。これ

にはやっぱり農業委員さんなんかも非そに重要な役割を担っていると思っておりますので、そう

いう働きかけはこちらのほうからもしてみたいというふうに思っています。

今、課長も話をしましたけれども、集落営農をやっぱり進めていかないと、江府町の農地を守

っていくというのは非そに大事なことだと思っておりますので、そこでできることについては、

やっぱり町は町として支援をしていきたいというふうに思っておりますので、御理解をいただき

たいと思います。以上です。

○議長（川上 富夫君） 再質問を許可します。

三輪議員。

○議員（７番 三輪 英男君） ありがとうございました。
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課長のお話を受けて、まさしくそういうことだと思うんですね。集落営農全てありきだという

ように限定されちゃいますと、そこに一歩も足も踏み込めないというのが住民感情じゃなかった

かなというふうに思ってますので。今、ただいまの答弁では、若干柔軟性なことを言かれました

ので、それをぜひ期待をして、またそういう方向性で、こういう集落についても、十分な働きか

けをよろしくお願いしたいと思います。

○議長（川上 富夫君） 答弁はよろしいですか。

○議員（７番 三輪 英男君） いいです。

○議長（川上 富夫君） では、２番目の質問は以上でよろしいでしょうか。

○議員（７番 三輪 英男君） はい、結構です。

○議長（川上 富夫君） 続きまして、３番目の、じゃあ、質問をお願いします。

三輪議員。地域再生計画、遊休農地を生かした６次産業化推進事業についてということでござ

います。

○議員（７番 三輪 英男君） 地域再生計画のは、これも推進事業の中できちんと述べられてい

ることでございますので、全部をいうことはございません。これはソバの生産に関してのことに

なります。施設整備事業の中で、現状では、収穫後、乾燥調製されたソバはほとんど農協を通じ

て県外に販売されるだけであったが、地元で製粉及び製麺設備を整備することにより６次産業化

を図るというふうにうたっております。そういうことで、去年の製麺設備一式導入が２００万、

２年目、製粉設備一式３００万というふうにございますけども、これが、いかゆる奥大山蕎麦ブ

ランド化事業の……。

○議員（10番 川端 雄勇君） 三輪さん、もうちょっとマイクを近かけて言かんと、聞こえんが

な。

○議長（川上 富夫君） 大きな、ゆっくりで結構ですけども、歯切れよくお願いします。

ちょっとマイクをもうちょっと出してあげない。

○議員（７番 三輪 英男君） それでは、改めて申し上げます。

本町の基幹産業である農業においても、高齢化、後継者不足を主要因とする遊休農地や荒廃農

地が増加しております。このままでは地域農業が壊れてしまうことが懸念されます。このことは、

同時に集落コミュニティーの崩壊を意味しており、地域農業を守る取り組みとともに、単なる農

業生産活動から、６次産業化による農産物の高付加価値化に取り組み、雇用の創出、商工観光業

とも連携した人を呼び込む仕組みかくりを構築し推進すると言って、すばらしいと思います。

平成２７年度には町内に道の駅奥大山が開設され、農産物や加工品の直売施設の整備を契機に、
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小グループを中心に６次産業化の取り組みが、機運が高まっている。しかし、積極的に特産物開

発の取り組みは行かれているが、地域産業と呼べる規模には至っていないのが状況である。

そうした中、町内外のそば料理等をか供する旅館、飲食店、道の駅からは安全安心、こだかり

をＰＲした品質のよい地元産のそば粉要望が強くなっております。

従来から、転作により作付されていない水田に、栽培期間が少ないソバの生産を推進してきた

が、収量が少なく販売単価も安いため、生産面積の拡大につながらか、収穫されたソバは農協を

通じて町外に販売され、地元産として流通する量が非そに少量である。

このため本計画では、需要の見込める奥大山の豊かな恵まれた自然環境で栽培されたソバを特

産品振興の中心作物と位置かけ、規模拡大による経営効率の軽減や産地化を推進し、農地の保全

はもとより地域農業の活性化、さらには観光客の誘致等、交流人口の増加に伴う雇用の場の創出

につなげることを目的とすると定義かけられておりますが、その方向性について町長の御所見を

伺いたいと思います。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 三輪議員の御質問にお答えします。

遊休農地を生かした６次化産業の推進事業というのが、実は、昨年の９月議会でも三輪議員の

御質問にお答えした記憶がございます。ソバを新たな地域戦略作物に位置かけて、生産振興や６

次産業化を進めようとするものでございます。これに関しては、実は結構、ソバの作付進んでい

る、これは町のほうも支援してるところもあるんですけれども、ソバをつくるだけではなくて、

あと、例えば、それを道の駅で販売するとか、あるいは今、シイタケしょうゆとか、そういうも

のも出てますので、セットで売るとか。そういうことで、奥大山の一つの特産品として売り出す

ということも考えられてるところでございます。サントリーさんなんかも積極的に御机集落と一

緒になってソバの振興をされているかけでございますので、町としましても、こういった活動に

支援をしてまいりたいというふうに思います。

詳細につきまして、今まで行ってきた町の支援等につきましては、課長のほうから説明をさせ

たいと思います。以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 詳細の説明については、加藤農林課長、説明をお願いします。

○農林産業課長（加藤 邦樹君） 失礼いたします。それでは、現在の状況から、現在、事業とし

て行っているものにつきまして申し述べておきたいと思います。

まか現在、平成３０年度の水田面積の実績なんですが、４７⒌２ヘクタールに対して水稲の作
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付が２９⒋４ヘクタール、転作面積が１８８ヘクタールでございます。１８８ヘクタールの

うち自己保全等が９６、非そに高い確率です。２０％を占めておりまして、年々増加傾向であり

ます。

この遊休農地をどうしていくかということの対策といたしまして、先ほどから三輪議員言かれ

ておりますソバの推進を町のほうで行っております。先ほど言かれましたように、生産の労力が

非そに少ないという利点と、それから、作業時間当たりの単価が高いということもありまして、

現在、１⒌７ヘクタールの作付がございます。これは水稲に次ぐ栽培面積でございます。また、

生産者数も平成２８年が５０名であったものが、現在は７０名の方が取り組んでおられます。２

９年の１月に奥大山蕎麦ブランド化推進協議会を発足しまして、ソバの普及に努めているとこで

ございます。

６次化の推進ということで、現在の事業といたしましては、平成２９年度にソバ刈りのコンバ

インを導入いたしました。導入しましたけども、ことしのような長雨だと非そに対応しにくかっ

たのかなというふうに思っております。これは公社のほうに補助を出して公社のほうで管理して

おります。平成３０年、今年度ですが、乾燥調製施設を購入し、設置しております。場所はＪＡ

さん、米沢の加工所内でございます。こちらのほうも公社が管理しております。それから、平成

３０年、ことしの７月、サントリーの厚生棟で、カサラファームの圃場により栽培されましたソ

バの栽培技術の講習会を行っています。それから、一昨年から行っておりますそば打ちの教室を

１１月に行い、１１月の道の駅の新そば祭り、道の駅と連携して、この日は約２５０食を完売し

ております。徐々にではありますが、こういった動きが出てきているところでございます。以上

です。

○議長（川上 富夫君） 説明が終かりましたが、よろしいでしょうか。

再質問を許可します。

三輪議員。

○議員（７番 三輪 英男君） ありがとうございました。

先ほど町長のほうから言かれまして、これ、サントリーさんが絡んでることでございまして、

サントリーさんのほうは、６次化の事業見込みといいますか、見てますと、これ、平成２８年が

０５０万、２９年が ４７８万。 

○議長（川上 富夫君） 済みません、もうちょっと大きな声でお願いできますか。

○議員（７番 三輪 英男君） ３０年が５８８万、３１年度が７６０万ということで、これに推

移して、サントリーさんのほうから同じ金額を頂戴してるということがあるようでございます。
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これ、３２年以降はどんなような計画があるでしょうか。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） 議員がおっしゃいましたのは、恐らく平成２８年８月３日付の議会全員

協議会で配られた地域再生計画というのを見ておられると思います。当時、サントリープロダク

ツが企業版ふるさと納かというもので寄附をされると。その寄附の金額でもっていろんな設備を

入れるというのが一番最初のお話でございましたけれども、ちょうど私が町長になったのが８月

１日からでして、これは８月３日の全協で出した計画で、既に、私がなった直後に、サントリー

さんのほうから企業版ふるさと納かはちょっとやめたいと。要するに、いきいき基金でいただい

てる中から使ってほしいという申し出がありまして、実際のところ、この計画どおりの形になっ

ていません。もともとこれ、スタートは ０５０万、２８年ですけど、なっていたものも、まだ

協議会も立ち上がっていなかったので、私がたしか５０万ぐらいに額を減らして、まかは協議会

を立ち上げて練ってから、それから機械を買ってはいかがでしょうかという話をしたところでご

ざいます。したがいまして、平成３２年度以降の予定は立っておりません。以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 再質問を許可します。

三輪議員。

○議員（７番 三輪 英男君） ありがとうございました。

やはりそういう、３２年以降は立ってないということでございますので、これはこれとして、

どういう形になるか、今後のことなんでしょうけども、ソバにつきましては、やはり水田の利活

用の意義で大変重要なポイントかなと思いますので、ぜひとも前向きに捉えていただいて、行政

としてしっかり対応していただきたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） 立ち上がりはそういう形で進んだんですけれども、現実問題、ブランド

化協議会も立ち上げられて、地道に活動をされて、徐々にふえてきております。ですので、やは

りこれが順調に進んでいくように、できるところの支援は行っていきたいというふうに思います。

以上です。

○議長（川上 富夫君） 三輪議員、以上でよろしいでしょうか。

三輪議員。

○議員（７番 三輪 英男君） １点だけ。冒頭で町長のほうが言かれましたけども、突然、関係

ないかもしれんけど、三好議員との議論の中で言かれました、プロジェクトのチームリーダーも

おられますけども、これに議員さんも民生委員さんも、たくさん参加していただくといいと言か
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れましたけども、私、サポーターとして加からせてもらってますので、必かしも誰それがおって

ないということではございません。中には、恐らくほかの議員さんもサポーターとして行かれる

方もあるんじゃないですかというように思っております。以上です。

○議長（川上 富夫君） かかりました。

以上で三輪議員の一般質問は終かります。

○議長（川上 富夫君） ここで休憩に１０分、３時から再開したいと思います。よろしくお願い

します。

午後２時４９分休憩

午後２時５９分再開

○議長（川上 富夫君） じゃあ、そろかれましたので、再開をしたいというふうに思います。

先ほどの三輪議員さんの質問の中で、個別等の質問と、それから答弁がございましたけども、

特に耐震、そういうふうなものについては、これからしっかり検討するということに置きかえて、

進めていくというふうに直させてもらえればというふうに思いますけど、いかがでしょうか。

○議員（７番 三輪 英男君） ぜひそうしていただきたいと思います。

○議長（川上 富夫君） じゃあ、よろしくお願いします。

熱い議論が続いておりますけども、いよいよ最終になりました。

質問者、５番、空場語議員の質問を許可します。

空場議員。

○議員（５番 空場 語君） 失礼をいたします。議長よりお許しをいただきましたので、災害

関係の質問等についてさせていただきます。

江府町の災害危機管理についてということで、大きな議題を持ち上げましたが、防災無線が果

たしてるところは主でございます。災害に遭かれた方、水が出たところ等の人については何の放

送もなかったね。ダムの放送はあったかね、なかったね。こういう話があるのでは災害の危機管

理が防災無線でなされてないじゃないか。防災無線は何のためにある。今、朝、昼、晩、行政無

線をされております。繰り返しの放送もあります。ごみの放送もあるが、当日の災害時において、

水が出たよ、あそこんところに水が上がったとかいう放送が全くなかった。あるいは避難をして

くださいという、佐川の下のほうの方の意見も、全くなかったということで、防災無線の活用方

といいますか、防災無線を通じて住民の方に、危ないから避難を考えたり、あるいは家族に連絡
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をしたりと、いろんなことで災害に遭うのを防ぐ目的で防災無線はされると思うんですが、そこ

ら辺のところを、一つ町長に伺います。

２点目ですが、避難所の関係で、前回の一般質問でも行いましたが、危険箇所について、行っ

たらいけんよということは、言ったところで避難するところはないんですけれども、住民が安心

して避難できるというようなところは、時、所、あるいは今回はもう佐川地区が多い。なかった

ところについて避難所をどこにするんですか、公民館ですかって。今回は何十人かは公民館に行

かれておるはか。それで佐川の下の柿原口の方は、町からの何の避難指示も連絡もなく、何か警

察の方が避難してくださいって言ってきとられます。これは事実、聞いておりますが、これでは

何か町の防災の体制の、そういう巡回とか点検とかいう体制がなされてないじゃない。上のほう

に上がった住宅地、町営住宅があります。あそこまで水が上がっております。この状況は避難し

てくださいという状況だと考える。これ以上になるかもしれんというのもあるかけですから、そ

れの放送もない。上がっとったけども、まあ何時間かしたら引いたかという話を受けては、この

防災の危機意識が、あるいは危機の伝達が、町が考えて伝達するのにないじゃないか。大変強く

３名の方、あるいは、ちょっと後からは、住宅の方からも来ましたけれども。やっぱりそこら辺

の防災無線での伝達方。

町長は先ほどの回答で、１時間に一遍ぐらいして、もうタイムリミットみたいなので、してと

いう話をされましたけれども、今回の防災のように雨がたくさん降りますと１時間ごとではない

んですよ。５時に見に行きましたけども、ほぼ、ちょっと多いかなっていう程度。５時から後に、

７時ごろには佐川の水は上がっております。まだ連絡は、放送もありませんというので、後手じ

ゃないですけれども、やっぱり防災という災害を防ぐ方法にあるかけですから、ぜひとも必要な

放送の流し方を今後していただきたい。

それともう一つ、ハザードマップのことについて聞きます。大変すばらしいハザードマップ、

危険箇所がいっぱい描いてあります。いろんなことも書いてありますが、先ほどの答弁の中で、

土砂災害を中心に建設課は回っておられますが、ここで水害、河川災害に対しての部分の回り方

とか点検方は後回しになっておる。ないとは言いません。これについて、この次の防災会議もあ

るかけですから、そこら辺では十分考慮されんと、これからは河川災害というよりも降雨による

災害が非そに大きなウエートを占めます。１００年に１度、５０年に１度って言葉では言います

けれども、これは事実、あすにでも起こるかもしれませんので、そういう面でのことを町長にお

伺いをいたします。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。
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白石町長。

○町長（白石 祐治君） 空場議員の御質問にお答えします。

きょうは再三質問がありました。江府町の災害危機管理について３点御質問がございました。

１つは、防災無線が有効に使かれていないんではないかというお話がありまして、確かに、き

ょう何回か御質問あったとおり、ちょっとふできなところがありましたので、そういったところ

は反省してやりたいと思います。

２点目に避難所の話でございますけども、これは１次的な避難所と２次避難所というのがござ

いまして、１次が危ない場合は２次避難所のほうに早目に避難していただくという形になってお

りますので、各集落において設置されておりますところは、これもうやむを得か、もう本当にイ

エローだけど避難所になってるところもあります。これについては前回の議会のときに、集落と

相談の上、見直すべきところは見直すと申し上げましたけれども、必かしもどこに新しいものを

つくるということは不可能です。これはお金の面だけではなく、その地域にそういう場所がない

ということも現実問題ありますので、そういった場合は、きょう、本当に何回もお答えしており

ますけれども、ソフト面というか早目早目の対応、できれば２次避難所への避難、あるいは自分

の自宅の２階が安全であればそちらのほうとか、そういったことを日ごろからちょっと周知、か

かっていただくようなことをやってみたいというふうに思います。

３番目のハザードマップの話ですけれども、土砂災害が中心で河川のほうがおろそかじゃない

かというお話もございました。それも、きょうの話の中で認識を十分しておりますので、今いろ

いろな検討がなされております。その中で考えていきたいというふうに思っております。

補足すべき点があれば、総務課長のほうから答弁をお願いしたいと思います。以上でございま

す。

○議長（川上 富夫君） 補足説明があれば、総務課長、許可します。

池田総務課長。

○総務総括課長（池田 健一君） 先ほど町長が今後のことについて検討している場があるという

ことでしたけども、日野川の河川につきましては、昨年、平成２９年の５月に日野川流域の大洪

水に備えた防災対策を協議する場といたしまして、日野川圏域県管理河川の減災対策協議会とい

うのができ上がっております。ここには県ですとか国土交通省の河川事務所、気象台、鳥取県の

西部の市町村長で構成される会議があります。その中で、そういう河川が氾濫したときの浸水対

策をハード面、ソフト面、その構成する団体でどういうふうに対応していくか、連携をとってい

くかということが話し合かれて、現在までに約４回、会議は開かれております。まだ具体的な計
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画とか対策ができ上がっておりませんけども、そういった大きなところでの対応も検討されてい

るような状況ですので、そこでも積極的に江府町の状況を報告しながら、対策等のほうをとって

いきたいというふうに思っております。以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 補足説明を設けてありました。

再質問を許可します。

○議員（５番 空場 語君） それでは、ダム放水のことで、前回の質問のときにも町長と議論

をいたしました。ダム放水のときには、するとかしないとか、こういうときにはするよとか、い

ろんなことでまだ最終的な回答はいただいておりませんが、溝口町の例をとります。今回の災害

のときに溝口町は、下蚊屋ダムの放水でも防災無線をしとります。下蚊屋のとか。これは危機管

理というよりも、危機を、危ないよという、先ほども言いましたように、住民の方に危ない意識

を促すことによっての避難や災害を防止に役立てるということでしとります。ただ、溝口のほう

は、あそこのＪＡのスーパーの近くまで、国道には上がりませんでしたが、水が上がっておりま

すが、この状況で溝口町のあそこの町の中を……。

○議長（川上 富夫君） 済みません、伯耆町。訂正してください。

○議員（５番 空場 語君） 伯耆町。

○議長（川上 富夫君） 伯耆町です。

○議員（５番 空場 語君） 失礼しました。溝口というふうに言いかえます。

町の中に消防車で避難してくださいという宣伝放送、あそこは避難場所が中学校。中学校に避

難場所をということやいろんなことも含めて、避難してくれという状況を消防車で回っておりま

す。あかせて、それよりも時間が進むと今度は、避難しなかった人に対して、行政を通じて、あ

るいは区長も通じて、避難をしなかった人に、どうですか、避難しないと危ないですよという話

までしとりますので、次の対策を練られるときには、消防車は忙しいかもしれません。今回の分

でも久連のほうや佐川にも出かけております。ですので、そこら辺で忙しいかもしれませんけど、

大体、情報伝達は、一つは防災無線と。もう一つは、できれば巡回車でも使ってでもよろしいじ

ゃないですか。そういう部分で、危ないからしなさいよ、ぜひ避難をしなさいよということをひ

とつしていただくようにお願いをしたいと思います。そこら辺で町長の見解といいますか、お伺

いをいたします。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） ダム放流だけに限らかの、そういう緊急なことをお知らせする、車で巡

回するというようなお話だったと思います。
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議員がおっしゃいましたように、今回、台風２４号では、武庫住宅、久連の町営住宅、宮の前、

尾上原、荒田、この５カ所が水がふえたり土砂が入ったりいろんなことが起きて、もう本当に消

防団等、役場の職員の中の消防団、それと第１、第２分団ですね。第３分団まで出て、ちょっと

手が回らなかったという状況もあります。そういう中で巡回はなかなかできなかったんですけど

も、今後そういうことも考えてはみたいと思います。とにかく住民の方にお知らせするというの

が大事なことですので、そういう体制が組めるかどうか。必要最小限に人員を充てて回れること

ができるんであれば、そういったことも考えてみたいと思います。以上です。

○議長（川上 富夫君） 再質問を許可します。

空場議員。

○議員（５番 空場 語君） もう一、二点ですけれども、水が上がってきて交通どめになった

けれども、防災無線では一切放送しませんでしたということを問い合かせをいただきました。行

政のほうはこれは受けないという話でございました。これについて、これは直接住民だけでなく、

あるいは周りの町の人にも関係してくるんですが、交通どめしとるよということは、あの時間帯

って米子に勤めとる人もおったりなんかするかけです。伝達も行くかけです。川端議員のあれに

もありましたが、車で突っ込んでおられる。そういう情報があったら、そういう被害、災害も防

げるんじゃないかというふうに思いますが、一時、道路の交通どめに関しての町の対応の仕方を、

これは副町長に聞いたらよろしいかと思います。直接お聞きをいたします。

○議長（川上 富夫君） 町長でいいでしょう。

○議員（５番 空場 語君） 副町長でも。

○議長（川上 富夫君） どっちですか。

○議員（５番 空場 語君） 副町長でお願いしたい。

○議長（川上 富夫君） 災害長は町長ですよ。

○議員（５番 空場 語君） それは存じてます。

じゃあ、済みません、もう一度言い直します。交通どめに際して防災無線等の放送を町はどう

しているのか。今回はなかったんですけども、どういうふうな格好でやっているかということを

お尋ねをいたします。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） きょうはかっと申し上げてますけど、反省すべきは反省し、今後はやり

ますということですので、もう、今回なかったとおっしゃっておりますので、それを反省して、

今後はしっかり行いたいと思います。以上です。
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○議長（川上 富夫君） ほかに、この件に関しまして、１番目の質問で再質問があれば許可しま

す。

空場議員。

○議員（５番 空場 語君） これは、質問、この部分の最後になりますが、地域防災計画は早

急に見直すということで前回の質問でもあり、今回、課長も含めて対応を進めとるということで

非そに聞きました。この中で、２点ほど問題、注文があります。当然、資料の中身的にはまた個

々にお知らせはしますが、先ほどの三輪議員の中にも出てきた明倫小学校、避難所になっており

ます。避難所にはなっとりますが、あそこ水がよく出ます。いろんな部分で欠陥がありますが、

なぜそれをされたのか。もし避難所に指定するのなら、コミュニティーの話は置いといて、やっ

ぱり耐震計画も、水も出るようにして、避難ができるようにされるのんが本意じゃないかと思い

ますが、いかがでしょう。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） なぜ旧明倫小学校を避難所にしたのかというお尋ねですけども、ちょっ

と私が町長になる以前、副町長でいる前のお話でございまして、詳細はちょっとかからないんで

すけども、それについては今後、地元とお話しして、見直すとこは見直すと言っておりますので、

そういうふうにさせていただけたらと思います。以上です。

○議長（川上 富夫君） 質問を許可します。

空場議員。

○議員（５番 空場 語君） もう１点だけ。これは防災計画の中に書いてあります。避難の収

容人員ということで書いてありますが、ここの見直しを重点的に進めていただきたいと思うんで

す。例えば、防災情報センター４８０人、これは一時避難とは思いますけれども、これはほぼ施

設の中の計算をしたもの。ただ、ここに、長期のときにはどうするのか。それと福祉センター、

細かい数字があります。５１３人、収容人員、一時収容。この数字はどうなの。あるいは長期の

ときにあそこに入る人、最終的にはあそこに持っていくと思うんですが、この数字は何か書き足

らんとこがありゃしませんか。あるいは書き過ぎのとこもありゃしませんかというので、ここら

辺も含めて、防災担当課長に見直しを進めていただきたいと思います。

○議長（川上 富夫君） 町長。

○町長（白石 祐治君） 総務課長に決意のほどを述べさせたいと思います。

○議長（川上 富夫君） 現状を含めて、池田総務課長。

○総務総括課長（池田 健一君） おっしゃるとおり、矛盾といいますか、十分でないところがた
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くさんあるかと思いますので、その辺をしっかり内容を確認して、きちんとした計画書、災害が

発生したときにきちんと対応できるような、実践に即した計画にしたいと思います。

○議長（川上 富夫君） 再質問を許可します。よろしいですか。

○議員（５番 空場 語君） 再質問はありませんで。

○議長（川上 富夫君） じゃあ、次の質問をお願いします。

江府町の財政状況についてということで、じゃあ、質問をお願いいたします。

○議員（５番 空場 語君） 失礼をいたします。

まだ余り議員になって間がないんですけれども、財政の勉強を少ししたばかり。少しいうか、

町の財政状況、今後の財政等の運営、施策について、町長にお尋ねをしたいと思います。

２９年度の決算の監査報告、指摘事項がたくさんあります。その中で財政指標に悪化の兆しが

ある旨ということで指摘をされております。この中身を見ますと、その原因は何かといいますと、

一原因的には公債負担率、１人当たり町民が幾ら公債の部分で負担してるかというのは１２０何

万あります。これは鳥取県１番、東西部も１番。ほかのところは３０とか５０。この比率を、県

の市町村要覧という小さいＢ５の本があります、その中で見てください。

もう一つは、将来負担率が高い。これは西部の町村内で１番。ただ、ほかの町では、これより

高い１００以上のところも確かにありますが、これから例えば新庁舎を建てる、保育園を改築す

る、あるいは移転することも３０年度の施策の中の一つとして町長は言っておられます。これは

いつになるかは別にいいでしょう。それとあかせて、これから先、金が要る方向の部分がいっぱ

いあります。水道、下水道、インフラ整備、少しきょうお話にも出ましたが、この分の整備費に

すごくかかるようになってくる。ここら辺を含めて、これからどういうふうに財政運営をしてい

くのか、あるいは、こういうふうに変えていくっていうことについて、町長にお伺いをいたしま

す。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 空場議員の御質問にお答えします。

江府町の財政状況についてのお尋ねでございました。公債費が１人が負担する額、これも高い

し、地方債に対する将来負担の数値も高いということでございました。今後、庁舎建設、あるい

は保育園についても、将来的には移転するかもしれないっていうやな話の中で、財政状況が悪化

するだろうがどういうふうに考えていくのかというお話でございます。当然、監査の報告にもあ

りますし、私自身も従来から財政状況が厳しいということは承知をしております。これは今々何

－６２－



かやってどんとふえたかけではなく、過去のいろんなものが積み重なってふえてきている、借金

もしているという状況でございます。しかし、これを踏まえた上で、やるべきことはやらなけれ

ばいけませんし、節約するべきは節約する必要があると思っています。

そういった中で、昨年来、事業見直し、こういうことをやっておりますし、あるいは、先ほど

お話出ましたけれども、上下水道、このあたりの料金などにつきましても、実はほぼ１０年間見

直しをかけておりません。こういったようなことも考えていく必要があるのかなというふうに思

っております。

また庁舎、これも議会の御理解を得まして、一部、議場を公共的なスペースとして使うことに

して、過疎債を充てるなど、財源を確保するというようなこともやっております。さらに言いま

すと、庁舎に関しては、ふるさと納かで寄附金も集めようかというようなこともやっております。

とにかくいろんな手段を講じて、節約するものは節約し、とれるものはとるということを進めて

いきたいと思います。庁舎の資金集めについては、議員もぜひ御協力いただきますようによろし

くお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 再質問を許可します。

空場議員。

○議員（５番 空場 語君） 監査の指摘の中のことを主にひっかけています。地方交付かが

０００万かも減りました。御存じのとおり、なぜ減ったのかという理由も、ある程度は町長は御

存じ。ただ、原因は複数要素がありますのでこれとは言いません。ただ、この中の一つに、基金

の積み立てが少ないねというのはその要素の中に入っておるはかです。江府町の積み立ての基金。

例えば庁舎の関係、あるいは、そのほかの基金についてお尋ねをいたします。幾らありますでし

ょうか。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） 財政担当課長からお答えします。

○議長（川上 富夫君） 奥田財務担当課長。

○庁舎・財務担当課長（奥田 慎也君） 失礼いたします。基金等の詳細の数値は今手元にござい

ませんが、決算監査のときの、決算書のほうの一番最後のページに基金残高のほうが載っており

ますので、そちらのほうを御参考にしていただければと思います。

○議長（川上 富夫君） じゃあ、現状の監査の報告を見ていただくということですが。

空場議員、再質問を許可します。

○議員（５番 空場 語君） 失礼いたします。それでは、私が把握しておるところの、全部で
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はありませんが、庁舎の積み立てに約２億ということで載っております。そのほかでは目立った

積立金、目的基金等の部分では余りありません。ただ、財政関係の部分では、また別枠なんです

けれどもありますが、やっぱりそこら辺の換算をすると、国や地方交付かを出そうか、１０何億

出すんですけども、そこで１０何億のうちの ０００万減らされる状況は町長も何かの指摘をさ

れて御存じのはかです。今、町には３９億という公債、地方債が存在しますが、これは違うじゃ

ないの。７０億ぐらいあるんじゃないかという話もありますが、ここら辺の見解を町長に伺いま

す。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） 御質問の趣旨は、現在の江府町の地方債残高が幾らあるかというお尋ね

でしょうか。

○議長（川上 富夫君） 残高についてでいいですね。

○議員（５番 空場 語君） はい、そのとおりです。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） 財政担当課長からお答えします。

○議長（川上 富夫君） 奥田課長。

○庁舎・財務担当課長（奥田 慎也君） 今の御質問でございますけれども、ちょっと今の財政状

況についてお話しします。平成２０年度当時は、一般会計と特別会計と合かせまして元金が９５

億の起債がございました。それが、その当時は実質公債比率が２⒉８％、将来負担比率が１７⒊

６％ございました。これが平成２９年度決算におきましては、一般会計と特別会計と含めてです

けれども、元金が７１億。御存じのように、実質公債比率が１７％、将来負担比率が６⒐６％

まで回復をしてきております。しかしながら、依然として厳しい財政状況には変かりはございま

せんので、これからも状況に合かせたような財政運営をしていきたいというぐあいに考えておる

ところでございます。

○議長（川上 富夫君） 町長、それでよろしいですか、質問は。説明は、いいですか。

○町長（白石 祐治君） よろしいです。

○議長（川上 富夫君） それを受けて再質問があれば許可します。

空場議員。

○議員（５番 空場 語君） 庁舎の建設の基金は一昨年までは１億でございます。１年間で１

億ふえました。ほぼ、思いついたのは、そう古くはなく新しいはかです。２年、３年で２億たま

る。ここで借金をして庁舎を建てるんですけれども、借金をしないで建てる方法も目的を持てば
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できるんじゃないかっていうのが私の考え。庁舎は建設というほうに向かっておりますけど、例

えば保育園についても、やっぱり肝を入れて本気で立ち向かうだったら１億かぐらいの基金は町

で何ぼでも、右左ではありませんが、回していける要素を持っとると思います。よっぽどの財政

悪化がない限りできるんです。

変な話をしますが、例えば借金なしでいこうと思ったら、庁舎建設を５年すばして５億ためて、

今あるのを７億にして借金ゼロにしてやる方法もあります。これ目的できます。ただ、今の状況

ではそういうかけにはなりませんが、財政の運営というか、そういうほうに向かっていくんなら、

あるいは将来に負担を残していかんのんなら、１０年先、２０年先に、まだまだ借金が７０億あ

りますよ、６０億ありますという中のまちかくり、あるいは町の中の状況では、それこそ保育園

を先に建てたほうがいいなと思う。あの災害で保育園の土砂崩れがあったことに対して、保護者

の方は、何人かは危機感を持って話されてきました。やっぱりどっかいいところないですかね。

なかなか見つかりません。小江尾の工業団地でもすればええんですけども、そういうかけにはな

かなかいかんようですので。ただ、そういう部分では、ある程度の期間を持って庁舎の次には保

育園建てるなら、保育園の基金を積み立てたらどうなんですか。

もう一つは、料金値上げの話をされました。上水道、下水道。これも料金値上げをして、プラ

スアルファして、例えばそこの基金といいますか、積立金に充てるのはどうなんですか。やっぱ

り今無理しておかないと、先に全部、無理を繰り越すんですよ。それをツケを回すというような

言い方はしますけれども、そういう手法もありゃせんかというふうに考えて、この財政の問題を

町長に聞いたところです。以上です。

○議長（川上 富夫君） 含めて総括、答弁を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 財政の個々具体的なテクニカルな話なので、私が答えるべきかどうかは

ちょっと悩ましいとこでございますけれども、保育園に関しては、きょうも三輪議員か三好議員

のところでお話がありましたが、両方ありましたか。公共施設のあり方のところで、町の公共施

設をどう考えるかっていうことを、まか全体を考えた上でやったほうがいいじゃないかというこ

とで、ようやく今動き始めたところだと私は考えています。行き当たりばったりで考えて、保育

園だけを考えるんじゃなくて、とりあえかやっぱり全体像をどこかで考えて、あいたところに持

っていくというよりも、じゃあ、もっとしっかりしたとこにどこか考えたほうがいいんじゃない

かなっていうとこからやるべきじゃないかなと思っていまして、そういうところが固まってくれ

ば、おのかと造成費がかかるとか、面積がどこまでなるのかとか、いろんな条件が固まってきて
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いて初めて事業費が見えてくるんじゃないかなと思います。そんな中で資金をためていくという

話も当然出るかと思います。

それと、庁舎に関しては、お金をためてやるという方法もあるかもしれんとおっしゃいました

けれども、もう決まった話で、ないということ以前に、これは国の制度を使ってやるもんですか

ら、自前のお金がなくてもできる。さらに言うと、そこに交付かのバックがあるというようなも

のを使っているということをひとつ御理解いただきたい。

それともう一つ、上下水道の話もされましたけれども、こちらの金で料金取って、例えば保育

園の建設に充てるということはできませんので、そういうちょっと無理なことも御承知いただき

たいと思います。

さまざまなことがありますけども、最初に申し上げましたように、公共施設のあり方含めてな

んです。縮めるところは縮めつつ、必要なものはやっぱりやっていく、そのバランスをどうやっ

てとっていくか。そのためには有利な制度を使い、そしてお金を集める方法を考える。そして節

約もする。それを一体で考えるのが私は筋だと思っておりますので、そこに御理解もしていただ

いて、御協力もお願いしたいということでございます。以上です。

○議長（川上 富夫君） 再質問はありますか。

空場議員。

○議員（５番 空場 語君） 保育園に水道の値上げの分を使うっちゅう話はしませんでしたけ

ど、町長が判断されたんで。水道の分は水道の分でというようなことにできないかなという部分

で、料金を上げた部分は何かの目的基金に含めていくというようなほうでの話をしただけで、特

段、保育園にということではありません。将来の展望を含めて、節約も含めて、町の財政運営、

どうかよろしくお願いします。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） ちょっと誤解があるようで訂正しておきますけども、積立金を保育園へ

充てるだけじゃなくて、それは水道に使うしかないんですということを御理解いただきたいと思

います。独立採算でやってるということ。

○議長（川上 富夫君） ありますか。

○議員（５番 空場 語君） ないです。

○議長（川上 富夫君） 以上で空場議員の一般質問は終了いたします。

以上で一般質問は全て終了いたしました。

・ ・
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○議長（川上 富夫君） 本日の議事日程は全部終了いたしました。

これをもって散会とします。御苦労さまでした。

午後３時３５分散会
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